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王 はじめに   

本研究は，紀要第13号に発表した「民間における各種処遇プログラムに関する研究  

（その1）」（以下，「本研究の（その1）」と言う。）の続報である。   

矯正施設において取り組んでいる各種の処遇や教育の実践と実績は，矯正に関係する  

各分野からも相応の評価を受けているところであるが，同時に，関係各分野おいても教  

育方法や心理療法等の研究の新たな成果が発表されている。こうした状況にあって，矯  

正においては，少年施設では収容少年の問題性に対するアプローチの方法等について，  

また，行刑施設では受刑者の各種の問題性に対する処遇類型別指導等について，その充  

実化のための新たな教育方法等の導入や開発が求められている。   

本研究は，このような実情を踏まえて，（1）処遇プログラム及び処遇技法についての矯  

正職員に対するアンケート調査を実施して，その意識を知り，（2）現在，矯正が有してい  

る処遇プログラム及び処遇技法を整理し，また，（3）矯正及び矯正以外の分野において実  

施している処遇プログラム及び処遇技法についての調査を行うことによって，その運用  

状況を把握し，（4）今後の矯正処遇において有効と考えられる処遇プログラム及び処遇技  

法は何か，また，それらの有用性を基準として矯正施設へ導入するとした場合の条件や  

導入の仕方を提示することを目的としているものである。  

＊前矯正協会附属中央研究所  ＊＊元矯正協会附属中央研究所   
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これらのうち，（1）から（3）については「本研究の（その1）」において報告したので，  

今回は，（4）を中心とした研究報告を行うものである。   

「本研究の（その1）」においては，データの収集を中心として，①犯罪・非行，②  

教育，③臨床心理，及び④福祉の4分野に区分して，各種の教育方法等の基礎的な考察  

を行った。本報告においては，これら4分野で行われている教育方法や処遇プログラム  

等のうちから，前記（4）の目的に即し，①セルフヘルプ・グループ，②被害者の視点を取  

り入れた教育，③アドベンチャー・ベイスド・カウンセリング，④保護者教育，及び⑤  

園芸療法の五つのプログラムを取り上げて，検討することとした。   

これら五つのプログラムは，次の視点から，矯正処遇において有効なものであるとし  

て取り上げた。すなわち，矯正施設において（1）実施することが必要であると考えられる  

こと，（2）実施することが可能であると見込まれること，及び（3）実施することによって相  

応の効果が期待されることの3点であるが，その理由，説明等は，次のとおりである。  

1 実施の必要性   

矯正施設において必要としている処遇プログラム等は，その種類，内容，方法等多  

岐にわたるところであり，現に収容者の処遇に当たっている矯正職員がそれについて   

どう感じているか，考えているかについての意識や意見を知ることが重要であること  

から，実施の必要性についての視点として，このことを重視することにした。   

「本研究の（その1）」の「矯正研修所等の研修員に対するアンケート調査」や  

「各種研究会の発表状況」において多くの施設や職員が，「処遇上着目している収容者  

の問題性」として，「セルフ・エステイームの回復」や「ADHD・LD」については，  

資質に問題があり，それへの働き掛けが重要であると考えている。また，刑事政策的   

な側面からは，再犯の防止や被害者の問題を取り上げ，家族との関わりが重要である   

との意見が多い。また，「導入することがふさわしいと考えられるプログラム」につ  

いての調査では，「勤務施設への導入が考えられる処遇プログラム等」として「被害  

者」にかかることについての意見や感想が最も多く，次いで，「プログラムの内容を  

提示したもの」としては，「他人の気持ちが分かる」，「動機づけを高める」という意   

識を変化させることに主眼を置いており，さらに，「プログラムの実施方法を提示し   

たもの」としては，「誰でも実施可能なプログラムであること」，「問題群別指導の種  

類を増やすこと」という方法についての感想や意見があり，これらに加えて，「これ   

までとは異なる教育方法等を導入すること」を望む意見も多い。   

「研究誌・職員誌における発表題」としてまとめた各矯正管区で開催される研究会  

等の発表内容においては，「薬物」，「暴力団問題」に関するテーマや「心理療法等」   

についての発表が多く報告されている。   
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以上のことから一考察すると，現在の矯正施設において，処遇プログラム等として整  

備，充実をする必要性について，「心理療法も含めた収容者への内面への働き掛け・  

被害者との関わり・家族の問題」についての関心が高いものと考えられる。  

2 実施の可能性   

この視点では，矯正施設の現状から見て，検討する処遇プログラム等については，  

改めて特別に設備やスタッフ，あるいは研修制度などを大幅に整備，変更することな   

く導入することが可能なものであること，また，それらプログラム等は，矯正施設が  

取り組んできたこれまでの実務，実践の成果等と同程度であると確認，評価されるも   

のであって，かつ，将来における充実，発展が期待できるものであることとした。し  

たがって，例えば，施設内処遇と社会内処遇をつなぐ中間施設での処遇プログラムや，  

非行と児童虐待との間に相関が見られるというデータに関しての治療プログラム等を  

検討すること等大きな懸案事項はあるが，未だ知見が定まっていないこのような問題   

は，割愛することにした。   

ところで，本報告で取り上げる五つのプログラムは，新たな知見，技術等が加わる  

ことによって，これまでの実践，実績の上にさらに一層の充実，発展が期待されると  

考えられる。すなわち，①セルフヘルプ・グループのミーティングではグループワー  

クや集会活動の，②被害者の視点を取り入れた教育では集積されつつある実践等が，  

③アドベンチャー・ベイスド・カウンセリングではレクリエーション活動や体育指導  

の，④保護者教育では面接指導やファミリーカウンセリングの，また，⑤園芸療法で  

は農園芸活動の実践等が活用できる可能性が見込まれるものと考えられる。   

したがって，ここに提示する処遇プログラム等は，現在の矯正施設の活動の中に応用  

し，また，発展的に工夫することで導入できる可能性が高いものであると考えられる。  

3 効果の期待性   

この視点では，民間での処遇プログラムとして実施され，その効果が示されており，  

矯正施設においてそれを工夫，応用，展開することによって，その効果が期待される   

と考えられるものを取り上げることにした。それぞれの処遇プログラムは，実証的な   

データに基づいた効果の検証がなされているものとしたが，その他矯正における将来   

的な展開が見込まれるものについても取り上げることとした。   

なお，本報告で取り扱った処遇プログラム等は，国内で実施されたことがあるもの   

を中心として検討した。   

具体的には，①セルフヘルプ・グループのミーティングは，薬物問題に対して効果  

が期待されるものとして，多くの矯正施設で導入が進められており，②被害者の視点   
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を取り入れた教育にっいて，民間で注目されているDV加害者の教育の手法を取り  

入れることによって，これまで以上の教育効果が考えられ，⑨アドベンチャー・ベイ  

スド・カウンセリングは，実施前と実施後の参加者の信頼感や有能感が向上したとい  

うデータが集積されつつあり，④保護者教育は，臨床心理的な関わりの中でその効果  

があるとされており，また，⑤園芸療法は，特に高齢者福祉等の分野で取り入れられ，  

参加者の認知の症状が改善されたり，情緒面によい影響を与えるという報告がなされ  

ており，収容者の問題性に応じた処遇プログラムの開発等に活用ができるものと考え  

られる。  

亙 矯正施設で応用可能な民間における処遇プログラム  

1 セルフヘルプ。グループのミーティング  

（1）セルフヘルプ。グループの機能。構造   

ア セルフヘルプ・グループの定義  

「セルフヘルプ・グループ」は，そのかたちが非常に多様であり，また，対象  

となる問題も多種であることから，その定義も多義にわたるが，本項では，岡   

（1998）の定義を用いて，セルフヘルプ・グループの機能を理解することとする。  

岡は，「なりたち」と「はたらき」という二つの側面からセルフヘルプ・グルー  

プを分析している。この「なりたち」は，「共通の体験」，「自発的参加」，「継続  

的活動」の3点を基本的要素としており，また，「はたらき」は，「わかちあい」，   

「ひとりだち」，「ときはなち」の3点を基本的要素と説明し，最低限これら六つ  

の要素を含むものがセルフヘルプ。グループであると説明している。  

まず，「なりたち」の三つの基本的要素について，次のとおり説明している。   

「共通の体験」とは，セルフヘルプ・グループの対象者は共通の体験を基に集まっ  

ているということである。「自発的参加」とは，無理やり，あるいは強制的に集  

められたグループではなく，自ら自発的に自由に参加しているということである。   

「継続的活動」とは，セルフヘルプ・グループに継続的に参加することで，セル  

フヘルプ・グループが形成されるということである。  

次に，「はたらき」の基本的要素については，次のように説明している。「わか  

ちあい」とは，共通の体験を持つ人々が自らの経験をわかちあう場であるという  

ことである。「ひとりだち」は，セルフヘルプ・グループがグループ活動を通し  

て，対象者それぞれがひとり立ちをすることを目標としているということである。  

「ときはなち」は，孤独に打ち沈み苦しんでいた人が，グループを通して，その  

人に重くのしかかったものから解き放たれ，自由になるということである。   
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そして，岡は，これらの要素によって，「、『孤独と苦悩』の体験が，そのまま   

で『連帯と共感』に結びつくという逆説的な構図が，セルフヘルプ。グループに   

集う人の心を大きく変え，飛躍的な人間的成長をもたらすのである。」と述べて   

いる。  

さて，ここで，セルフヘルプ・グループをこのように考えていくと，矯正施設   

で行われているグループワーク，集会，ミーティング等の活動は，セルフヘルプ・   

グループの基本的要素を全て満たしているとは言えない。特に，最初の「なりた   

ち」の中の要素である「継続的活動」については，定められた収容期間を過ぎれ   

ば，あるいは定められた処遇の過程を経過すれば，本人の意思とは無関係に継続   

することができないし，また，少年院において行われているグループワークなど   

は「自発的参加」とはいえない場合もあるからである。しかしながら，その他の   

4つの要素，すなわち，「共通の体験」と，「わかちあい」，「ひとりだち」と「と   

きはなち」については，矯正施設で実施されている集会，ミーティング等に含ま   

れていると考えられ，セルフヘルプ・グループそのものではないが，「セルフヘ   

ルプ・グループ的なもの」という位置付けをすることができ，これを処遇におい   

て充実発展させることは可能である。  

イ セルフヘルプ。グループにおける「言いっばなしの聞きっばなし」（1）の効果   

次に，セルフヘルプ。グループでミーティングが行われる際に決まりごととし   

て用いられる「言いっばなしの聞きっばなし」について検討する。   

野口（2002）は，セルフヘルプ・グループのミーティングの場は，「評価と査   

定のない空間」であるとして，「言いっばなしの聞きっばなし」についての効果   

を検証している。それによると，通常の会話において質問や感想，意見を述べる   

ことは，話し手に対する何らかの評価が伴い，その評価によってプラスやマイナ   

スが生じるとし，「しかし，プラスだけを手に入れようとすると，嘘やお世辞が   

入ってくるし，それを禁ずると今度は相手を傷つけるようなマイナス面が出てく   

る。」と述べ，この弊害を排する方法として，「言いっばなしの聞きっばなし」に   

することが定着してきたと考察している。  

さて，セルフヘルプ・グループのミーティングにおける「言いっばなしの聞きっ   

ばなし」は，通常はテーマを決めて行われる。そのテーマに沿って，参加者それ   

ぞれが思うこと，考えていることを順次述べていく。「言いっばなしの聞きっば   

なし」にすることの効果として，初心者（ミーティング参加回数の少ない人）は   

ベテラン（ミーティング参加回数の多い人）の話を聞くことにより，内容の決まっ   

た考え方を学ぶことができると考えられている。換言すれば，同じテーマについ   

て，より深い理解と経験のある参加者の話を聞くことで，自らの発言内容や意見   
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を客観的に評価することが可能になるbすなわち，初心者がベテランとは違った  

理解や経験について意見を発言してもこれが否定されないので，恐怖感がなく，  

受容されるという感覚を得ることができる。一方，ベテランは初心者の話を聞く   

ことにより，常に自らの成長を振り返り，確認することができる 。つまり，「自   

分も最初のころはそうであった」と自らを客観的に評価できるのである。   

このように，「言いっばなしの聞きっばなし」が担保されていることの大切さ   

は，発言に対して常に自分で自分を見つめながら考え方，感じ方を組み立ててい   

くことができるということである。従来の話し合いや討議では，他者に対して意  

見を述べるという姿勢も求められる。そうすると，これだけならば，本来，自分   

に目を向け，自分について考える場であるはずのミーティングが，他者中心になっ   

てしまうことも起こり得る。そこで，参加者の問題性が深くて，問題を簡単に解   

決しにくい場合は，この「言いっばなしの聞きっばなし」を担保にする方法によっ   

て，これまでとは違って常に自らに目を向けることで，考えを変化させることが   

期待できる。   

ところで，話し合いや討議によってもたらされる参加者の一般的な心理として   

の「傷つき」について考慮する必要がある。意見や考えを吐露することによって   

生じる，受け止め側のそれに対する「正誤」，「相違」などの多角的な視点を受け   

入れるためには，受け入れる側にも十分な心理的な強さが求められる。話し合い   

が相手を傷つける意図がなくとも，「自分の意見や考え」について何か言われ，   

評価される恐怖感に打ち克つことができない参加者もいるからである。そのよう   

な状況では，本来求められている成長や自由な発言の機会を失うことも考えられ   

る。しかしながら，対象者やテーマによっては話し合いや討議の方が効果的であ   

る場合があるので，全てのグループワークを「言いっばなしの聞きっばなし」の   

手法で行うことのみがふさわしいということではない。   

実際の問題としては，この「言いっばなしの聞きっばなし」のやり方と併せて，  

「どのようにテーマを設定するか」ということが重要である。例えば，AA（2）や   

ダルク（3）では「12ステップのテーマ」（表1：AAの許可を得て転載している。）   

を用いて，「言いっばなしの聞きっばなし」のミーティングを実施しているので，   

次に，「12ステップ」の効果について検討する。  

ウ 「12ステップ」の効果   

セルフヘルプ・グループは，「12ステップ」系と非「12ステップ」系に分けられ   

るといわれているが，ここでは，「12ステップ」系について検討することとする。   

カッツ（1997）によれば，「12ステップ」とは，「AAの創始者たちは，彼ら自   

身，および他のアルコール依存者たちが心理的に変化できるようなガイドを求め   

82  
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表112ステップのテーマ  

ステップ1  

「われわれはアルコールに対して無力であり，生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた」  

ステップ2  

「われわれは自分より偉大な力が，われわれを正気に戻してくれると信じるようになった」  

ステップ3  

「われわれの意志といのちの方向を変え，自分で理解している神，ハイヤー㌧パワーの配慮にゆだねる  
決心をした」   

ステップ4  

「探し求め，恐れることなく，生き方の棚卸表を作った」  

ステップ5  

「神に対し，自分自身に対し，もう一人の人間に対し，自分の誤りの正確な本質を認めた」  

ステップ6  

「これらの性格上の欠点をすべて取り除くことを袖にゆだねる心の準備が，完全にできた」  

ステップ7  

「自分の短所を変えてください，と謙虚に神に求めた」  

ステップ8  

「われわれが傷つけたすべての人の表を作り，そのすべての人たちに埋め合わせをする気持ちになった」  

ステップ9  

「その人たち，または他の人々を傷つけない限り，機会あるたびに直接埋め合わせをした」  

ステップ10  

「自分の生き方の棚卸しを実行し続け，誤った時は直ちに認めた」  

ステップ11  

「自分で理解している神との意識的触れ合いを深めるために，神の意志を知り，それだけを行ってい  

く力を祈りと黙想によって求めた」   

ステップ12  

「これらのステップを経た結果，霊的に目覚め，この話をアルコホーリクに伝え，また自分のあらゆる  

ことに，この原理を実践するように努力した」  

（AAの許可を得て転載）  

た。そして，飲まない生き方を継続するために各メンバーがたどる必要がある回  

復のプロセスを記した『12ステップ』プログラムを作成したのである。」と説明  

している。「12ステップ」はミーティングの際に資料として用いられ，さらにそ  

の「12ステップ」の一つ一つのテーマに対するコメントをまとめている冊子もあ  

る。参加者は，これによって自分が参加しなかったミーティングにおける他者の  

意見を知ることができ，そこから考えを発展させていくこともできる。   

ステップ3・5・6・11に出てくる“神”という言葉は，日本人にはなじみに  

くいかもしれないが，“神”で象徴されているのは，自らによるコントロールを  

放棄して，善なる意志に身を委ねるという意味に捉えると理解しやすいと考えら   
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れる。実際に，●「12ステップ」を用いているセルフヘルプ。グループには特定の  

宗教色はない。   

「12ステップ」の効果については，種々の意見がある。①抽象性と具体性がう  

まく融合していること，②「12ステップ」を一つのシステムとして，全ての活動  

がそこに原点を置いていること，③ある種の価値観，方向性を提示しているが，  

必ずしもその価値観，方向性の解釈は同一ではなく，個々人の受け止め方によっ  

て変化する柔軟性を備えていること，などである。   

抽象性と具体性の観点から見ると，「12ステップ」の12のテーマは，抽象度が  

高いので，その内容をいろいろと解釈することが可能な面もある。しかしながら，  

それらのテーマは実際の依存症者が自らの経験を帰納的に抽象化したものであり，  

逆に個々の依存症者はその抽象化されたテーマを自らの具体的経験と結び付けて  

いく，また，テーマを設定することで，枠組みが定められる。テーマを決めない  

グループワークにおいては，参加者側も枠組みが与えられずコントロールが失わ  

れる場合がある。自らをコントロールすることが困難な参加者たちにはテーマと  

いう枠組みが必要だと考えられる。「12ステップ」は，長い期間をかけて形成さ  

れてきたものであるので，安易に内容を変更することは問題があると考えられる  

が，その手法を導入することは可能である。   

「12ステップ」は，ステップ1から12まで順次段階的に向上していく内容であ  

る。構造的には，ステップ1を理解，実践して，次にステップ2に進むようになっ  

ている。しかし，ミーティングにおいては個別的な進度を考慮して，個人個人を  

グループ分けしていない。つまり，初心者であろうが，何十年も実践を積んでい  

るベテランであろうが，同じテーマでミーティングに参加するのである。例えば，  

ステップ4がテーマの場合，そのレベルまで到達していない，あるいはテーマを  

十分理解していない参加者もいれば，他方では，テーマを十分理解し，実践を積  

んでいる参加者もいる。したがって，傍から見ていると全くテーマに関わりのな  

い内容を話している参加者も見受けられる。しかしながら，テーマに沿った発言  

をしない参加者がいても，ミーティングの機能は低下しない。その理由として考  

えられるのは，先に検討した「言いっばなしの聞きっばなし」が効果的に機能し  

ていると考えられる。つまり，初心者がそのような発言をしたとしても，他の参  

加者は修正を促すことができないものの，その発言を聞いてそれを自らのこれま  

での経験と重ね合わせて振り返ることができるからである。   

参加者の個別の成長や理解を重視し，自らに目を向けて考えていくという姿勢  

を養うためには，「12ステップ」を用いて，かつ，ミーティングで「言いっばな  

しの聞きっばなし」のルールを用いることの効果は大きい。「12ステップ」は間   

84  
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題についての価値観や解決の方向性を抽象的に表しているので，参加者はその解   

釈を多様に行える。したがって，何回もミーティングに参加したベテランであっ   

ても常に「12ステップ」を通して繰り返し学ぶことができるのである。  

エ ミーティングの実際   

次に，「言いっばなしの聞きっばなし」によるダルクのミーティングを見学し   

た記録に基づいて，その効果について検証することとする。  

（ア）ミーティングの状況  

ミーティング全体の流れは，「ミーティングの進行」（表2）のとおりである。  

ミーティング参加者にはスタッフも含まれる。スタッフも元薬物依存症者（薬   

物使用の経験者）である。はじめにミーティングガイド（。）に従って，その内  

表2 ミーティングの進行  

進行状況   内  容   スタッフ   参加者   備   考   

ダルクにおいて作成した冊子で，  朗読する部分を指  自ら朗読を申し出  ミーティングの目  

「薬物依存者とは？」「私は薬物依  定し，朗読する参  るか，指名を受け  的や薬物依存につ  
ミーティング                      存者だろうか？・どん底からの出  加者を募る。場合  て朗読する。   いての知識の確認  

ロ                                 ガイドの朗読  発」「希望のメッセージ・自己の  によっては，参加  のために行う。同  

容認」「薬物依存の特徴」の5つ  者を指名して朗読  じ内容を何度も繰  

のいずれかの一つを朗読する。  してもらう。  り返す。   

ミーティングに臨む姿勢について  ミーティングガイ  黙想して朗読され  ミーティングに臨  

2  祈りと黙想  の文章   ドの文章を朗読す  

る。   とともに，心を平  

静にする。   

12ステップのうちのその回のテー  朗読する部分を指  自ら朗読を申し出  
マとなる部分を朗読   定し，朗読する参  

12ステップの  加者を募る。場合  

3   朗読  によっては，参加  

者を指名して朗読  
してもらう。   

12ステップにかかわりあうことをそ  テーマの提示。そ  基本的にテーマに  

のままテーマとする場合と，具体的  の際，テーマから  沿っての発言とな  

4  テーマの告知                     にテーマを提示する（例えば，「最後  離れて話しても良  るが，テーマにこ  

の薬物をやったとき」）場合がある。  い旨を説明する。  だわる必要がない。   

もともとはAA（AIcoholicsAnony  基本的には参加者  他の参加者の発言  基本的に発言は自  
mous：アルコールの匿名）のプロ  の自発的な発言に  の最初と最後に  由であるが，スタッ  

グラムであり，参加者は匿名で参  ゆだねるが，発言  「00さん，お願  フの方から，発言  
加することとなるので，最初に自分  暇などが滞ったと  いします」「あり  を勧めることはあ  
のコールネームを決める。   きには，発言者を  がとうございまし  る。ただし，発言  

発表者は最初に「薬物依存症の○  指名するなどして  た」と言う。自ら  の強制はしない。  
○（コールネーム）です」と言い，  の発言は将に制限  

5  参加者の発表                                                               他の参加者が「00さん，お願いし  がなく，発表した  

ます」と言ってから発表する。  くない者は発表し  

発表は「言いっ放し」「聞きっ放し」  なくとも良い。   
で発表している最中は，他の参加  
者は発言しない。発表が終わると  
他の参加者は「ありがとうございま  

した」と言って発表が終わる。   

参加者全員が丸くなって手をつなぎ  

6  平安の祈り   「平安の祈り」という文章を唱える。  
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容を指名された一人が朗読する。その後，別の一人が「12ステップ」を朗読す   

る。続いて，スタッフから「今日のテーマ」が告げられる。今回（見学当日）   

は「最後に薬物をやったとき」というテーマで，はじめにそのスタッフが自分   

の経験を語った。   

発表者は，自分のペースで話す。長い場合は20分ぐらい，短い場合は2，3   

分で話を終了するが，特に他の参加者からの発言はない。参加者は，途中でト   

イレに行ったり，お茶を飲むために席を立ったりすることも自由で，その間も   

特にミーティングが中断されることはない。一人の参加者の発表が終わると，   

スタッフがその発表者に対して「ありがとうございました」と言い，次に発表   

する者を指名する。発表順については，自分から進んで発表する者がいる場合   

もあるが，基本的にはスタッフが指名して，最終的には全員が発表することに   

なる。  

（イ）発表の内容   

発表の内容としては，3種類のパターンがあった。一つは，スタッフの発表   

である。「どうやって，薬物を使ったか」，「薬物を使ったときの気持ち」，「切   

れたときの気持ち」，「そのときの気持ちを今もう一度確認してみる」というよ   

うな，そのときの心情をきちんと整理した話をしていた。   

二つ目は，事実のみを話す者である。「どうやって使ったか」，「使ってどう   

なったか」という点のみの発言で，自分の心情についてはあまり発言がなく，   

発言時間が短い。   

三つ目は，話が長く，まとまらない着である。自分と他者（仲間や家族）と   

の関係を話すことが多くて，自分がどのような心情であったのかについてはあ   

まり話さない。どちらかというと内輪話で，参加者が面白おかしく聞いている   

場面が多く，切実な感じがない。ただ，それを補償するように，「酒を少しの   

つもりでもダメだ」，「人のことは分かるけど自分のことは難しい」，「親や仲間   

に迷惑をかけてしまった」など教訓的な詰も最後の方に入れる。  

（ウ）ミーティング参加  

薬物依存症者の家族や知人及びその援助職（5）が参加するミーティングに，   

研究担当者（工藤）が援助職の一員として参加したときの状況を報告する。進  

86  

（1）参加者が順に発言し，そのそれぞれの発言に対して，他の参加者からのコメントや発言を行わない状態  
（2）AA（AIcoholics Anonymous）の略称。アルコール依存からの回復を目指す世界的なセルフヘルプ・   

グループ  

（3）DARC（ドラック・アディクション・リハビリテーション・センター）の略称。回復を手助けし，  
「薬物を使わない生き方のプログラム」を提供する施設  

（4）ミーティングに対する心構えや薬物に関わりのある事柄について，いくつかの短い文で構成されている   
冊子  

（5）医師や看護師，カウンセラーなど，依存症者の回復に関わる専門職   
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行は上記の場合と同様で，ミーティングのかたちも「言いっばなしの聞きっば  

なし」である。  

発表内容として，研究担当者は施設における薬物関係者との関わりについて  

話したが，他の参加者からは特に批判もなく，真剣に周りが聞いている姿勢  

（発言者の方を注視し，上体を乗り出して聞いている様子）を示していた。通  

常は何かを発言すると，それに対する反論や批判を覚悟して考えながら発言す  

るものであるが，このミーティングにおいては，何を言っても批判や非難がな  

く，他の参加者が聞いてくれるということそのものが効果を生み出していると  

感じたが，研究担当者も気持ちの落ち着きを得た。薬物依存症の本人，家族や  

その周囲の人の多くは，周りからの非難や批判を数多く受けてきたことは想像  

に難くない。こういう場所だからこそ，自分自身に目を向けられるのかもしれ  

ないとも感じた。  

ト）効果  

参加者に，研究担当者が感想を聞いたとき，「薬物を止め続けるため」に大  

切なことは，「自分と同じように頑張っている仲間がいること」，「ミーティン  

グに参加すること」と答え，ミーティングの効果については，「自分のことを  

話すというのは，すごく大変だが，話して分かってもらえた時はすごく楽にな  

る」，「他の人の詰も，自分と同じなんだと感じる」と述べている。  

参加者が上げている効果は，このように受容感と安心感であるといえる。こ  

のことは，研究担当者自身が「言いっばなしの聞きっばなし」のミーティング  

に参加した際に感じたものと同様である。つまり，批判や指摘を受けて自分を  

変容させるということより，受容され，安心できる環境にあるミーティングの  

場で，自らが話すことによって，参加者の変容が促されていくということであ  

る。  

（2）専門職の介入  

セルフヘルプ・グループに専門職が介入することについて，矯正施設で実施する   

ことを考えた場合，矯正職員を含めた専門職を抜きにしたプログラムの実施は考え   

られないので，十分検討する必要がある。  

専門職の介入については，高松（1998）が「サバイバル・モデル」を提案し，グ   

ループ内での専門職の関わりについて述べている。それは，専門職はその特徴とし   

て「治療モデル」を持っているとして，「治療モデルは，『問題は改善できる』ある   

いは『改善すべきである』という仮定に基づいている。人は何らかの欠陥を持って   

いるのであり，それを外科的に取り除くか，あるいは薬などで抑えつける。そして，   

最後には健全なものだけが残る。」と説明している。   
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一方，「サバイバル・モデル」については，「セルフヘルプ・グループに参加する   

者は，最初は何とか改善しようとするわけであるが，そこで問題が改善できないと，   

ますますその間題に囚われていく。そのような時期を経て『解決できない問題を解   

決しようとするのではなく，問題とどのようにつきあい，そうやって今生きている   

自分とは何かを考えることだ』というテーマに変わってくる。」と説明している。  

すなわち，「『治療モデル』は，『現在問題があるのでそれを変えないとならない』   

というメッセージが裏に隠れている。つまり『現在の在り方を否定する』ことが基   

本である。それに対して『サバイバル・モデル』では，現状を受け入れ，それ以後   

どんな生き方をするかについては本人の意志を大切にする。」として，①「あなた   

はあなたのままでいい」，②「あなたは一人ではない」，③「あなたには力がある」   

の3点の基本メッセージを挙げて説明している。  

このようなことを前提として，セルフヘルプ・グループ関わる専門職の課題とし   

て，次の五つが挙げられている。それは，「①セルフヘルプ・グループが持ってい   

る『サバイバル・モデル』に抵触するような行動は控えるべきこと，②本人の『力』   

を信じること，③専門職に『できること』と『できないこと』を自覚すること，④   

専門職も，一人では引き受けられない問題があり，限界があるということ，⑤専門   

職がセルフヘルプ・グループと良好な関係を持っていれば，お互いにメンバーを紹   

介し合うことができるということ」である。  

セルフヘルプ・グループにはいろいろなかたちがあって，その中での専門職の関わ   

り方も様々であるが，セルフヘルプ・グループが治療モデルで行動変容や回復が見出   

せなかった対象者の集まりだとすれば，高松が述べているようにサバイバル・モデル   

を前提としての専門職の関わりの中で，変容を促すことが求められるであろう。  

また，専門職とセルフヘルプ・グループのスタッフとの違いに関して，セルフヘル   

プ・グループには経験者がスタッフとして参加していることについて，参加者は，  

「同じように依存者の人でも，回復してしっかりやっている人がいることを知って，   

自分でももしかしたらできるんじゃないかと思えるようになった。」，「やったことがな   

い人は気持ちが分からないので，経験した人と話すと違う。」と述べている例がある。  

このように専門職のみが問題に関わるのではなく，同じ経験をしたスタッフが関   

わることによって得られる効果には大きなものがあると考えられる。  

（3）セルフヘルプ。グループで扱う問題  

参加者が問題やテーマを共有できるということが，セルフヘルプ・グループの活   

動を行う上では最低限の要素となるので，セルフヘルプ・グループが扱う問題やテー   

マは，限定されるものではないと考えられる。一般的には，それぞれが抱えている   

問題について自発的に参加する，あるいは参加するグループが存在しない場合には   
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それを自らが作るのである（大阪セルフヘルプ支援センター編「セルフヘルプ・グ   

ループ」，1998）。  

したがって，参加者の必要に応じてセルフヘルプ・グループができていくことに   

なる。矯正施設において，セルフヘルプ・グループ的な活動を行うとすれば，扱う   

ことのできる問題も多種に及ぶと考えられる。ただ，現時点においては，アルコー   

ル依存や薬物依存の収容者に対して，多く取り上げられてきている。  

（4）導入に当たって配慮を要する事項   

ア グループワークとの違い  

セルフヘルプ・グループのミーティングは，グループワークの一つの形として  

位置付けることもできる。実際に，昭和29年7月，矯正資料第8号（法務省矯正  

局）「矯正施設におけるグループ・ワークの研究」（1954）においては，この当時  

の日本ではセルフヘルプ・グループという概念がまだ十分に形成されておらず，  

AAの活動もグループワークの一つとして紹介されている。ここでは，グループ  

ワークを「指導者の援助を受けて，グループを作り，其のグループを構成する個々  

の人々の人格の反映により，個人の興味を中心として，個人の個性と，社会性の，   

成長，発達を期する過程であり，方法である」と定義し，その原理として，①基   

本的欲求の充足，②社会性の発達，③行動の理解と治療が挙げられている。  

また，他にもグループワークの定義として，大塚ら（1986）は「任意に形成さ  

れたグループの構成員の相互作用やプログラム活動を通して，構成員一人ひとり   

が，人格的に成長し社会性を発達させるように，専門家であるグループワーカー  

が援助する過程」としている。  

これらのことを踏まえて，「グループワークとセルフヘルプ・グループの違い」   

（表3）において，グループワーク（元来「ソーシャル・グループワーク」と言  

われて発展してきたものを，ここでは「グループワーク」という。）とセルフヘ  

ルプ・グループのミーティングの違いについてまとめている。この対比における  

一番の違いは，専門職介入の部分であろう。グループワークにおいては，グルー  

プワーカーと呼ばれる専門職の介入なしにはグループワークが存在し得ないが，  

セルフヘルプ・グループでは，専門職がミーティングに参加する場合もあるが，  

その存在は絶対に要請されるものではない。  

また，グループワークの機能の中にある相互援助という考えを具現化すれば，  

当然セルフヘルプ・グループ相互の意見交換との違いがある。グループワークに  

おけるある程度の段階までは「言いっばなしの聞きっばなし」の状態が容認され  

るとしても，継続的な活動の中で，「言いっばなしの聞きっばなし」だけを実施  

するということは考えられない。   
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表3 グル⊥プワー・クとセルフヘルプ。グル山プのミーティングの違い  
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グループワーク   セルフヘルプ・グループ   

任意に形成きれたグループの構成員の相互作用やプ  何らかの問題・課題を抱えている本人や家族自身  

定       ログラム活動を通して，構成員一人ひとりが，人格  のグループ   

義  的に成長し社会性を発達させるように，専門家であ  

るグループワーカーが側面的に援助する過程   

対 象  対象者自身が問題と考えていることを中心とした  

者   自発的参加者   

特  一つの共通した興味，あるいは目的と等質性を持っ  問題を抱えた人自身が，グループの中で学び，成   
徴  た人々の集まり   長していく   

専  グループにかかわる援助技術の専門家であるグルー  

門  プワーカーの参加が必要   ていないグループもある。基本的には対象者自身   

の運営による。   

（∋基本的欲求の充足   （1）なりたち  

（彰社会性の発達   （む共通の体験  

基            ③行動の理解と治療   （彰自発的参加   
本  

的  
（卦継続的活動  

要  （2）はたらき   

素  （∋わかちあい  

（むひとりだち  

（彰ときはなち  

専門職をリーダーとしたグループワークは，矯正施設だけではなくその他の分  

野でも多く実施されて，実績と効果を上げている。しかしながら，それらによっ  

て十分な効果が得られなかった対象者もおり，専門職が参加しないセルフヘルプ。  

グループは，これに代替する効果的な方法を模索する中で生まれてきたものと考  

えられる。この意味から，矯正施設で実績のあるグループワーク（少年院の集会  

活動やホームルーム，問題群別指導における話し合い，行刑施設の処遇類型別指  

導における活動等）は，その効果を適切に評価しつつ，さらにその内容を充実さ  

せていく必要があり，同時に，そのような処遇プログラムや処遇技法では容易に  

効果が見られない対象者に対しては，セルフヘルプ・グループ的な働き掛けを積  

極的に行っていくことが，現実的な対応として考えられる。   

さらに，セルフヘルプ・グループが通常のグループワークと異なり，専門職を  

排したことには留意する必要があると考えられる。すなわち，セルフヘルプ・グ  

ループでは，専門職が求めるより良い方向に導くことが主となるのではなく，先  

の「サバイバル・モデル」で述べたように，現状を受け入れるということが主と  

なるという点である。つまり，改善をするということを重視するのではなく，い  

わゆる自尊感情を高めるという機能を重視している。その結果として，参加者カミ  

より良い方向に導き合うということに方法の主眼があることを認識しておくこと  

は重要である。   
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以上の検討結果を踏まえると，矯正施設にセルフヘルプ・グループ的なプログ   

ラムを導入するとした場合には，現在実施しているグループワークとは異なる機   

能を持たせること，つまり，「話し合い」ではなく，「言いっばなしの聞きっばな   

し」で実施するという方法を採ることになるが，これは，問題を改善することが   

主眼ではなくて，現状を肯定し，自尊感情を高めることを重視するということが   

中心になるものであるから，このような考えが，現在の矯正施設の処遇理念と合   

致するかどうかということ，また，実施する，あるいは実施したいと検討又は計   

画した場合，犯罪・非行を行った対象者の集団成員が，その事実をハンディとし   

て，こうしたプログラムになじむかどうかについて，それぞれの施設の収容者の   

特質等を踏まえて，慎重でなければいけないと考えられる。一方で，これまでの   

処遇ではなかなか好ましい効果が見られなかったり，あるいは処遇に乗ってこな   

い対象者に対して，矯正施設として社会復帰を前提として，これまでの手法とは   

異なるセルフヘルプ・グループによる働き掛けの導入を検討することで，対象者   

の自尊感情や，社会復帰へのモチベーションを高めることは必要なことである。  

イ 対象者   

先に述べたように，少年院の問題群別指導や行刑施設の処遇類型別指導等，非   

行や犯罪類型ごとにグループ分けをして話し合いを実施しているグループワーク   

では，効果が見られない者，あるいは，そのようなグループワークに対しての参   

加に消極的になった者もいる。   

セルフヘルプ・グループでは，対象者の共通の体験が不可欠で，対象者に共通   

する問題を設定する必要があるものの，特にその対象とすべき問題は選ばないの   

で，どのような問題についても対応できると考えられる。  

したがって，対象者の指導・教育に当たっては，「自発的参加」を担保するた   

めに参加者を募るという方法が良いのではないかと考えられる。すでに，医療施   

設などでは，セルフヘルプ・グループをつくる際のテーマを施設側が設定し，そ   

れに参加者を募るということを行っているところもある。現状では，行刑施設の   

場合は，各施設の参加者の選定においての差異はあるものの，一般的には希望者   

の中から対象者を選定しており，少年院においては，対象者に共通する問題性に   

よって参加者を選定している。   

「自発的参加」による参加者は，その活動に対する動機づけが高いということ   

は，想像に難くない。当然，参加者の参加意欲を高めるための努力は，各施設に   

おいて行われている。   

また，重要なことは，対象者のどのような問題性を共通の問題性とするかとい   

うことである。セルフヘルプ・グループの考えでは，本人が「問題であると感じ   
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ていること」，あるいは「困難である。と考えていること」が，その重要なポイン  

トとなるので，施設側が対象者の指導・教育に当たって，施設のみでそのポイン  

トがあるとして一方的に指定する方法は，対象者が問題と感じていないことにつ   

いてのグループをつくることになって，本来のセルフヘルプ・グループの目的か   

ら外れることになるので，検討を要する。   

既述のように，矯正施設でのグループ編成については，セルフヘルプ・グルー   

プの一部を導入することが，効果を上げることになると考えられるので，できる   

範囲でセルフヘルプ・グループの長所を導入することが肝要と考えられる。した   

がって，対象者の選定に当たっては，参加者の自発性が尊重されるようなシステ   

ムの構築に努める必要がある。  

り 指導職貞   

指導職貞について，先ず，専門職の介入について考える。セルフヘルプ・グルー   

プは，本来専門職を排したグループ活動であるので，そこに専門職が関わること   

については論議のあるところである。   

グループワークの場合，そこで職員が果たす役割として，藤岡（1995）は，①   

お互いに信頼して，正直な気持ちや考えを表現し，助け合っていけるようなリラッ  

クスした雰囲気やグループのまとまりを作り，職員が教えるのではなく，彼らが   

学びあう場であるので，彼ら自身の積極的な参加と成長への動機付けを促進する   

こと，②グループが個人の成長にとって役立つよう，その力を最大限に引き出す   

とともに，適切な方向づけを行うこと，の二点を挙げている。この考え方は，職   

員には単に指導者として知識を伝えるということだけではなく，グループを適切   

な方向に導く役割があるということで，ワークショップ等のファシリテ一夕ー  

（支援者）であるとの考えと共通する側面があると見られる。   

すなわち，職員は，基本的にリーダーとして位置付けられていることが分かる。  

しかし，施設で行われているグループワークにおける職員の役割と，セルフヘ   

ルプ・グループでのミーティングにおける職員の役割とは異なることを留意する   

必要がある。すなわち，セルフヘルプ・グループでは，職員にリーダーとして役   

割を担わせないという点である。ファシリテ一夕ーとしての役割を担う部分はあっ   

ても，リーダーとはならないということである。  

とは言っても，矯正施設において，指導職貞にリーダー的な役割を担わせない   

場合には，グループの動きがマイナスの方向へ動き出したときに，その力をコン  

トロールすることが難しくなるであろうという懸念が生じる。病院等の臨床現場   

でもフリーディスカッションにおいて，効果にマイナスの影響を及ぼすアクティ   

ングアウトが生じるケースがあるという報告があり，矯正施設においても職員が   

92  
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リーダー的な役割を担わないと「，病院等と同じようなことが起こりうると考えら   

れる。この面の懸念を少なくする工夫として，先に考察した「言いっばなしの聞   

きっばなし」の機能を考えてみたい。   

「言いっばなしの聞きっばなし」において考えられるテーマとミーティングの   

方法を検討して，工夫する必要がある。  

エ 具体的方法   

現時点において，矯正施設でセルフヘルプ・グループ的な活動の長所を導入す   

るとすれば，その「言いっばなしの聞きっばなし」の方式を導入して，各セッショ   

ンごとにテーマを設定して，これを実施することであろうと考えられる。  

この場合，テーマの設定は，民間のセルフヘルプ・グループで実施している  

「12ステップ」に準じたかたちをとるよりも，限られた実施回数の中で，より適   

切なテーマを選定する方がよいと考えられる。「12ステップ」の効果は，同じテー   

マについてのミーティングを数多く重ねることにより，それぞれの対象者は，そ   

のテーマに応じて，考えが深まって行くものであることを考えると，施設でこれ   

までに行ってきた各種指導や課題作文のテーマから，適宜，適切なものを選び出   

して実施する方法が現状では実施可能であろう。   

例えば，薬物やアルコールなどの依存症への取り組みについては，「12ステッ   

プ」では効果的なテーマ設定をしているので，これを対象者の参加の経過に合わ   

せて，柔軟に変更，修正して，応用，発展させていくことが必要である。   

セルフヘルプ・グループの効果としてのサバイバル。モデルでは，「あるがま   

まの自分を受け入れる」という観点が重視されるが，矯正施設に収容される原因   

となった犯罪，非行の関わりについて，それ自体を文字通り認めるということは，   

犯罪，非行を行ってきた自分をそのまま肯定させることになり，非行性の除去，   

犯罪性の除去という矯正の目的とは相反する。セルフヘルプ・グループの長所を   

生かすためには，参加者自身が問題として感じたり，悩んでいることをテーマと   

して取り上げることが必要である。社会復帰後には，職場に定着することや，家   

族との関わり方や交友関係をよりよく保つこと等をテーマとしてあげることがで   

きると考えられる。したがって，その導入については，当面，民間で実績のある   

薬物やアルコールの依存症の取り組みを中心に，矯正施設において実績を積み重   

ねてその効果を検討して充実化し，さらには，将来，いろいろな環境が整えば，  

虐待やその他の犯罪・非行の問題性についてもこれらの知見を応用していくこと   

が可能であると考えられる。   

これらに関連して，「グループ「職業問題」進行案」（表4）に挙げた実施要領   

等を参考に供する。   
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表4 グループ「職業問題」、進行案  

94  

進行内容  ポイント   

「ミーティングの参加姿勢」（注）を何名か  事前にテキストに「ミーティングの」参加  

の姿勢を印刷して渡して，参加者全員で毎  導 入  ミーティング       の参加姿勢の  で振り分けて，朗読する。     朗読  回，朗読して，確認する。   

職場に関わることについて，テーマを作成  テーマ作成に当たっては，事前に参加者に  
し，1セッションごとに，そのテーマを掟  対してアンケート等でふさわしいテーマを  

展  
示する。  徹する方法もある。   
例えば「職場での人間関係」「上司との接  

開 且  テーマの提示                し方」「後輩との接し方」「転職や退職する  
とき」「職場での嫌なこと」「職場に定着す  

るためには」「仕事探しの苦労」「人間関係  

の工夫」など。  

順次，テーマに応じた内容を発言し，発言  基本的にはテーマに沿った内容を発言する  

は「言いっばなし」「聞きっばなし」で行う。  ことになるが，テーマから外れても問題と  

展  
発言者は最初に「00（名前）です。よろ  しない。自主的な発言，参加が基本である  

開  
しくお願いします。」と言い，他の参加者  ので，発言を促すことはしても，発言を強  

2   は「00さん，よろしくお願いします。」  
と応じる。  

発言が終了したら，他の参加者は「ありが  
とうございました」と言う。   

ま  
最後は全員で次の言葉を唱えて終了する。  参加人数にもよるが，10名程度の参加で，  

と  
「今日学んだことを自分の生活に生かしま  おおむね1時間から1時間半の実施時間だ  

め   す。今日発言してくれた皆さんに感謝しま  と思われる。実施についての感想等は，事後  
す。」   に各自に感想文等でまとめさせることとする。   

注）「ミーティングの参加姿勢」①私たちは自分自身の成長を第一に考えます。②仲間とともにミーティングで   
学び，実践していきます。③自主的にグループの運営を手伝うように心がけます。④仲間を理解し勇気づ   
け励まし，共に歩みます。⑤初めて参加した人を大切にして，その人に配慮のあるミーティングを行うよ   
うにします。⑥ミーティングでの仲間が話した事柄や，その内容については絶対に口外しません。⑦ミー   
ティング中に仲間の話に反対意見を述べたり，論争したりせず，自分の問題に対して取り組み，自分自身   
のことを話します。⑧できるだけ，ミーティングに積極的に参加し，自分を変えていく努力をします。  

オ グループの編成  

グループの編成は，メンバーを変えずに一定の期間実施する固定参加方式と，  

メンバーを順次変えて実施する流動参加方式とがある。いずれの方法にも一長一  

短があるが，セルフヘルプ・グループ的な関わりの場合は，流動参加方式が効果  

的であると考えられる。これは，先の「12ステップ」の効果において述べたよう  

に，セルフヘルプ・グループ的な機能では，参加者同士が「言いっばなしの聞きっ  

ばなし」の中で学んでいけるからである。  

それぞれの方式について検討する。  

（ア）固定参加方式  

矯正施設のグループワークの現状は，メンバーを固定して，週1回1時間，  

合計10セッション程度で実施しているところが多い。この方式は，メンバー間  

が固定していることから，回を追うごとにメンバー間の緊張感が少なくなるこ  

と，また，発言することに対する抵抗感も少なくなってくることも認められて  

いる。   
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さらに，メンバーを固定して，全セッシ白ンが終了した後に，メンバーを入   

れ替える流動参加方式をとれば，一つのテーマに1回しか参加できないことに   

なり，深まりはそれほど望めないことになると考えられる。こうしたマイナス   

面を克服するため，グループワークの最初の方でのセッションでは「言いっば   

なしの聞きっばなし」の方法をとって，そのときの状況を見ながら，討議形式   

に変えていくという工夫が必要であろう。  

また，メンバーを固定し，参加者全てが同じスタートラインから始まるとな   

ると，メンバーだけで成長していくことは難しいので，職員も含めた積極的な   

介入や話し合いが持たれて，様々な角度や見方により，自分を見つめられるよ   

うに工夫しないと，成長の格差はそれほど大きくならないことが予想される。   

① テーマの設定  

テーマの設定は，グループの対象者に共通するものを提示する必要がある。  

例えば，参加者に事前に「自分が問題としていること」，「考えていること」  

などを聴取して，その中からテーマとしてふさわしいものを選んで，組み立  

てていくという工夫が必要である。   

② 実施の要領  

実施は，テーマを選定し，そのテーマについて順番に「言いっばなしの聞  

きっばなし」で行う。基本的には参加者全員が何らかの発言をすることとな  

るが，発言時間の長短については，特に定めない。また，どうしても発言し  

たくない者については，発言を強制しない。  

発言の最中には，他の参加者は発言をしない。また，他の参加者の発言に  

ついての意見も求めない。参加者の発言が終了した段階で終了する。  

ダルク等では，参加者の発言の前に，事前に準備していた資料に基づいて，  

その日のテーマに関わりのある部分について読み上げて，司会者がそれにつ  

いて若干の補足説明をして，その後，順にメンバーが発言をしていくという  

かたちをとっている。   

③ 実施の方法  

1回のセッションの所要時間は，参加者の数にもよるが，1時間から1時  

間半程度であることが望ましい。その理由は，他の参加者の話を集中的に聞  

く時間としては，それ以上の時間は負担が大きいと考えられるからである。  

参加人数は10人程度が適当であると考えられる。  

（イ）流動参加方式  

テーマの設定，実施の要領，実施の方法ともに，基本的にはメンバー固定参   

加方式と同様で構わない。ただし，メンバーが随時入れ替わり，ミーティング   
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に参加する由数の差異が出てくるので，「言いっばなしの聞きっばなし」の方   

法を維持する必要がある。討議形式を入れることによる効果もあるとは考えら   

れるが，先に検討したように討議でなく，「言いっばなしの聞きっばなし」で   

あれば，新しい参加者にとっても，何回も参加した者にとっても，参加する意   

義は十分に感じられる。具体的な実施方法にもよるが，同一参加者が同じテー   

マで何回か発言できることによって，考えの深まりや変化を期待できる。  

人数としては，1時間から1時間半の時間で終了することを考えると，10人   

から15人が適当である。それ以上の人数であると，「言いっばなしの聞きっば   

なし」の効果があるとしても，聞く側の集中力を維持することが難しいと思わ   

れる。反対に，人数が少ないと討議は行わないので，発言の回数，分量や内容   

等が少なくなると考えられる。  

カ 留意点   

民間のセルフヘルプ・グループでは，個々の機能や要素がこれまでの実績と経   

験を踏まえて構成されており，それが機能的に働いているのは，個々の要素がう   

まくかみ合っているからに他ならない。したがって，個々の要素だけを取り出し   

て使用しようとしてもうまくいかないことが考えられる。それは，全体の構成が，   

個々の要素や状況を変化させるということは，ある意味で全く新しい試みを行う   

ことになるからである。したがって，当面は，施設の実状に合わせて，できるだ   

けセルフヘルプ・グループの機能を失わないように実施することが重要である。   

その実績を踏まえて，より踏み込んだ内容や更なる発展へとつなげていくことが   

肝要であると考えられる。   

矯正施設にはすでに数多くの処遇プログラムや処遇技法が導入され，実施され   

て●ぉり，それぞれに効果を上げている。したがって，これまでの処遇方法も生か   

しながら，対象者や状況に応じて，新たにこのセルフヘルプ・グループ的なミー   

ティングの導入を検討するということが大切であると考えられる。   

「言いっばなしの聞きっばなし」というルール自体には，決して野放図となる   

ものではなく，場をコントロールする機能を持っているものであるということが   

できる。矯正施設では，参加者一人一人がどのような状況で，どのような発言を   

しているのかということを綿密に観察する必要はあるが，このルールが確立する   

と，職員がリーダーシップを発揮して，その場をコントロールする必要性は少な   

くなると考えられる。このルールを明確にして，さらに参加者にそのようなミー   

ティング方式に納得できる意味付けを与えることで，十分な効果が期待できるも   

のと考えられる。   
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2 被害者の視点を取り入れた教育  

（1）意義  

犯罪被害者の苦しみについて，矯正施設がどのような関わりを果たすことができ   

るのかということを考えると，現に収容施設にいる加害者である収容者への矯正処   

遇を通して，加害者に被害者の心情を理解することを根付かせ，このことを基にし   

て，責任の果たし方について，実勢な意識を持たせることが要請されていると考え   

られる。この観点から，教育や指導を計画，実施して，加害者の被害者に対する意   

識や行動の変容を図ることが，時代の要請する矯正処遇の目標であろう。その内容   

は，自らが行った犯罪・非行と向かい合って自らの行動を反省させ，被害者やその   

関係者の心情を理解させ，今後の被害者に対しての誠実な態度や心構えを培うよう   

にすることであろう。  

被害者の視点を取り入れた教育は，こうした意義と役割を確認して，具体的には，   

個々の事件の態様，背景等と，加害者の犯罪性や非行性の深度の分析に立って行う   

必要がある。例えば，比較的被害額の少ない窃盗等については，具体的な謝罪や賠   

償の方法を例示して，即効性のある対応ができる処遇プログラムが必要であると考   

えられるし，一方，殺人等の重大な犯罪については，問題の重要性に応じてのアプ   

ローチが必要である。矯正施設で現在行っている被害者の視点を取り入れた教育は，   

これまで実践を積み重ねてきたものに時代の要請を加えたものである。  

矯正教育に被害者の視点を取り入れることの必要性について，藤岡（1999）は，   

「被害者理解は，犯罪者の態度と行動を変化させるのに不可欠である。『知らない人』   

は非人開化しやすい。被害者や被害者の感情表現，被害の状況や結果を見れば，人   

としての被害者を無視するのはより困難になる。（中略）犯罪予防とは被害，搾取，   

差別をなくすことである。そのためには被害と加害を一つに大きな視点から考えて   

いくことが不可欠である。」と述べている。これは，加害者が被害者を理解するこ   

とによって，自己の認知や態度を変容させ，ひいては犯罪や非行の反省や，再犯予   

防につながっていくということと理解される。  

（2）教育の方法  

被害者の視点を取り入れた教育には，二つの側面からの配慮が必要であると考え   

られる。直接的な被害者問題に対する課題の側面と，加害者自身が過去に受けた被   

害の体験に着眼をおく側面とである。もとより，この二つのことを教育や指導にお   

いて明確に分けることは容易でなく，また，関連し合っている部分もある。こうし   

た中で，加害者の方の問題性が深く，いまだ自己の問題に苦悩している段階の場合，   

被害者に対する課題をその段階で直接的に取り上げることは，苦悩に重ねて，その   

体験をよみがえらせることにもなり，導入には困難性が伴うが，これとは反対の場   
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合は，比較的容易なものであろうと考えられる。本来的には，加害者が被害者の心  

情に共感し，理解して，反省することを処遇プログラムとして履修させていくこと  

が必要であると考えられる。しかし，全ての収容者に実施可能というわけではなく，  

与えられた課題を客観視できる力が備わった場合に限られると考えられる。被害者  

に関する情報から被害者の心情を想像できる状態にあれば，自らの被害感と向き合  

わせる働き掛けに，それほどの困難性はないのではないかと考えられる。実務上の  

経験から言えば，周囲の雰囲気に飲まれて追従的に行った集団暴行による傷害や傷  

害致死の事件，あるいは，その場で感情的になって突発的に行った事件などの収容  

少年の場合には，比較的，被害者の心情理解による内面の変化が見られる。   

それに対して，単独で行った傷害，強姦，殺人等の少年は，被害者に対する課題  

を直接提示しても，自分のことに精一杯で心が動かされにくい場合がかなり認めら  

れる。彼ら鱒，自分が被害を受けた心情を被害者のその心情と重ね合わせて，被害  

者に共感するというよりは，自分こそ被害者であり，加害者という意識を切り離し  

て，あるいは抑圧して表面には見せない心理状態であるように考えられる。このよ  

うな対象者には，直接的に被害者に対する課題を扱うだけでなく，自らの被害感と  

も向き合わせて教育，指導していく必要があると考えられる。   

矯正施設の実務における処遇プログラムでは，①「事実認識」（自らの犯罪につ  

いて，事実をしっかり認識させること），②「被害者心情の理解」（被害者の心情を  

理解できるような資料等を提供すること），③「被害者への影響」（自らの犯罪が被  

害者にどのような影響を与えたのかをしっかり認識させること），④「具体的方策」  

（被害者に対してできることを具体的に考えさせること），及び⑤「本人のケア」  

（加害者が自分自身の問題に取り組むための援助方法）の五つの課題がほぼ共通し  

て必要な指導内容として挙げられている。  

ア 事実認識   

小西（2001）は，「殺人事件の遺族と殺人犯の間にも『和解』は成り立つこと   

がある，という事実です。まれなことだと思いますし，長い苦しい過程を経ての   

ことですが，和解というより，犯罪の場にどんな事実があったのかを相互に確か   

めるという作業は，どちらの回復にもつながります。」と，被害者に対する課題   

においても事実を確認させることの重要さを述べている。さらに，「次に社会に   

出たときに同じような犯罪をしないということがはっきり意識されるためには，   

少なくとも自分のしたことについて，きちんと知ることは重要なことではないか   

と思います。」と述べ，事実をしっかり認識することの重要性を述べている。処   

遇場面においても，まずはこの事実認識をさせることが収容者に対する働き掛け   

の基本となると考えられる。   
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イ 被害者心情の理解  

法務総合研究所（2000）の「犯罪被害に対する加害者の意識に関する研究」で   

の「被害者に与えた被害と影響に関する認識」において，犯罪被害に関しては，   

被害者それぞれの状況により，一概に被害の程度を測ることはできないが，男子   

受刑者の場合，「被害者にどの程度の被害を与えたのか，知っていますか」とい   

う問いに対して，81．5％が知っていると答えているが，「被害者に精神的な被害   

を与えましたか」という問いに関しては，「与えていない」が15．3％，「与えたけ   

れども，小さい」が21．5％，「わからない」が25．3％という回答になっている。ま   

た，同所の「犯罪被害の実態に関する調査」（2000）おいて，被害者に事件によっ   

て受けた精神的影響の有無を尋ねているが，罪種に関わらず，80％を越える被害   

者が何らかの影響を受けたと答えている。  

このような回答から，加害者の多くは，被害者の心情についての思いが乏しい   

ことがうかがえる。なお，実際の処遇場面では，加害者である収容者は，「被害   

者の方は，加害者である自分に会いたくないと思っているから，謝罪に行かない   

方がいいのだろう」という考えを述べることがあり，自分にとって都合のいい理   

由をつけて被害の矯小化を図っているのではないかと考えられる。しかし，その   

一方，矯正職員は，加害者である収容者の多くが，被害者の心情を表したVTR   

の視聴や手記を読むことによって心を動かされる場面も多く目にしている。   

また，松田（2002）は，これら法務総合研究所の研究を受けて，「被害者等の   

気持ちを実際に聞いたことがあるかどうかより，被害者の気持ちを詳しく知りた   

いかどうかによって，被害者等に与えた影響，責任の所在等の認識が異なる傾向   

にある。被害者の気持ちを詳しく知りたいと思う者は，被害者等の気持ちを実際   

に聞いたことがあるかどうかに関わらず，『すべて自分に責任がある』とし，被   

害者等に対して申し訳ないと思い，被害者側から厳しい見方をされていると認識   

しており，実際には謝罪をしていないが謝罪の意志を持っているといえる。」と   

述べている。   

このことを踏まえると，被害者の心情を理解させるために，矯正施設で実施され   

ている手記の講読，ゲストスピーカーによる講演，犯罪被害者関係のテレビ番組や   

VTRの視聴等は，加害者に被害者の心情を理解させる働きがあると考えられる。  

り 被害者に対する影響の理解   

一般に，加害者は，まず，犯罪の被害者が共通に感じ，考えるであろうことを   

感受することができることによって，自らが関わった犯罪の被害者の心情を個別   

に理解できるようになると考える。その前提としては，自らの犯罪の事実の認識   

が，しっかり整理されていなければならないであろう。ただし，加害者本人が自   
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分が起こした犯尭の被害者への影響について考えることは，個別的，具体的に自   

らの犯罪の被害者と向き合うことが求められるから，第三者が感じるよりも心的   

な負担の大きい作業だと考えられる。被害者の視点を取り入れた教育のグループ   

ワーク等を通して，加害者がより客観的に自らの行動について認識することがあ   

る。民間において，DV（l）加害者に対するプログラムの実施内容を見ると，グルー   

プワークにおけるケーススタディとして加害状況について報告し，その報告をグ   

ループの参加者での話し合い，どのように解決していくべきかという作業等が行   

われている。  

エ 社会復帰を見通した被害者への対応   

矯正処遇の目的である社会復帰の観点からすると，加害者に対しては，被害者   

への謝罪や賠償などの具体的な方法について，十分考えさせる必要がある。反省   

が相当に深まっても，それが被害者や社会に認められるかたちにならなければ，   

社会復帰の条件は厳しくなる。反対に被害者への謝罪や賠償がなされたとしても，   

重大犯罪であれば，被害者の感情は，容易には癒えないであろう。  

オ 本人のケア   

加害者が自分と真撃に向き合い，被害者の心情を理解するようになればなるほ   

ど，加害者自らの心的な負担は大きなものとなる。特に，少年など自我が十分発   

達していない者にとっては，自分一人でこのことを行うには困難が伴う。このよ   

うな場合には，グループワークなどで同じ苦しみを分かち合いながら進むという   

方法や，心理的なサポートを行う専門家（法務教官を含む。）によって道筋を示   

していくことなどが必要である。  

カ 加害者の被害体験と被害感   

被害者の心情を理解させるためは，加害者に被害体験がある場合は，その被害   

感に着目させる必要がある。もし，本人自身に大きな恨みやねたみ等があれば，   

他者の心情を理解することは到底難しい。仮にでも，「自分もこのようにひどい   

目にあっているのだから，相手が苦しんでも当然」といった心情があるとすれば，   

これをどのように変化させていくのかということは，重要な問題である。   

「本研究の（その1）」で述べたとおり，法務総合研究所（2001）が行った少   

年院在院者の児童虐待の被害経験に関する調査によれば，約70％の少年が「被害   

体験がある」というデータが出ているが，これに関連するものとして，藤岡  

（2001）が述べているように「暴力の再生産過程一被害と加害の円環」から，そ   

の被害体験を丁寧にすくっていくことが必要であるという意見もある。これは，   

加害についての言い訳を与えるということではなく，加害者の被害感情を手当て   

することにより，被害と加害の関係における円環を断ち切るということである。   
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（3）民間のプログラム   

矯正施設の被害者の視点を取り入れた教育に関連して，民間において実施され，   

矯正施設の処遇で参考になると思われるのは，DV加害者の変容プログラムであろ   

う。山口（2001）は，アメリカにおけるDVの加害者に対する教育プログラムを   

紹介しているが，DVは，「家庭内の問題ではなく，犯罪である」とされており，   

そのような犯罪行動を変容させるプログラムとして位置付けられている。  

同プログラムの内容は，①暴力とは何かを学ぶ（暴力のサイクル，パワーとコン  

トロール），②刷り込まれた男らしさ，女らしさの誤りについて気づく，③暴力的   

態度・行動を変えるために学ぶ（怒りのサイン，ストレスをもたらす考え，タイム。   

アウト，ストレス・マネージメント，アンガー・マネージメント，アイ。メッセー   

ジ，感情の発見），及び④良い関係を築くために学ぶ（率直な話し方を学ぶ，相手   

を理解しようとする聞き方を学ぶ，ポジティブなセルフトークを学ぶ，有効な問題   

解決の仕方を学ぶ。）という四つのパートから成り立っている。これらの内容を1   

回2時間で，週1回，1年（52週）かけて実施するものである。  

日本においてもこれを山口が実施しているが，プログラムの基本的な内容は同じで   

ある（2），（3）。このプログラムにおいては，「何故，暴力が起こるのか，その働きを分析   

し，暴力の種類についても，身体的暴力だけでなく，精神的，性的，経済的なもの   

を含めて暴力であるということについて学ぶ。そして，暴力のサイクルについて，緊   

張，暴力，ハネムーンの三つのステージが繰り返されていくこと，パワーとコントロー   

ルについては，「パワーとコントロールの環，平等の環」（図1）のようなパワーとコ   

ントロールの環を示し，その内容を具体的に提示するとともに，それと相対する平等   

の環を示して，非暴力的な言動が本来どのようにあるべきか」を説明している。   

なお，このプログラムでは，男らしさ，女らしさの価値観がDVを促進すると考えて，男   

が女より優れているという刷り込まれた考えが誤っていることについても，説明している。   

また，暴力的態度や行動を変化させるための対策として，さらに具体的に，「暴  

力的態度。行動を変えるため」（表5）のような内容を学んでいくものである。プ   

ログラムが進む中でパートナーとのより良い関係を再び築かせ，DVを行っていた   

時のような関係に戻らないための方法を学ばせる。つまり，実際のDVの場面を   

思い出させ，そのときの状況を参加者が記録したものをグループワークの中で検討   

し合いながら，同様な状況になった場合，どう対処すべきかについて話し合う。こ   

のようなグループワークを通して，より具体的な対策を学んでいくことができる。  

（1）Domestic Violence：家庭内の様々な形態の暴力。日本では配偶者等からの暴力。ここでは，特に夫   

から妻への暴力という意味で用いている。  

（2）アウェア（aware）http：／／www．aware．net．com  

（3）公開講座「DV被害者の心理と変容」朝日カルチャーセンター 2003年10月21日，11月4・18日実施   
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表5 暴力的態度。行動を変えるため（山口，2001の内容から）  

怒りのサイン   感情の大波が押し寄せてきたとき，心拍数が増す，顔が赤くなる，こぶしを  
握るなど自分のからだがどう反応するか気づく。   

ストレスをもたらす  自分の感情を人のせいにして責めるようなとき。相手に焦点を当てて否定的   
考え   なことばかり考えるのをやめる。   

タイム・アウト  怒りのサインに気づき，ストレスをもたらす考えをもち始めたら，その場を  
離れ，1，2時間頭を冷やし，心を落ち着け自分を見つめる。   

ストレス・マネー  ストレスが怒りを産み，暴力につながることがあるので，ストレスを見極め   
ジメント   て対処する。   

アンガー・マネー  怒りを感じたとき自分がどうなるかを知るために，怒りの日誌（アンガー・   
ジメント   ログ）をつける。   

アイ・メッセージ   相手のことを責めるようなことは言わないで，自分の気持ちに焦点を当てて  

話す。   

感情の発見   感情発見（フィーリング・ファインダー）と呼ばれるチェックリストを用い  
て，自分の感情に気づき，その感情を表す言葉を学ぶ。  
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3 アドベンチャhふベイスド。カウンセリング（Adventure Based CounseIing：ABC   

と略称されている。）  

（1）機能。構造  

アドベンチャー・ベイスド・カウンセリング（以下，「ABC」と言う。）は，「体   

験学習と野外教育，そしてグループカウンセリングの手法を統合したもので，グルー   

プワークを実践しているあらゆる現場に適応できる具体的な方法である。」（プラウ   

ティら，1997）と定義されている。また，ABCは，プロジェクト・アドベンチャー   

（以下，「PA」という。）のプログラムでもある。PAは，冒険教育をベースにして   

アメリカで設立されたものであり，日本においては，プロジェクト・アドベンチャー・   

ジャパン（PAJ）が，PAのプログラムを実施している。  

ABCの主たる目的は，「自己概念の向上」にある。自己概念が向上することにより，   

自己を高く評価するようになり，人間関係や仕事において困難に立ち向かおうとす   

る自信がもてるようになると考えられている。ABCではそのプログラムを構成す   

る基本的要素を六つ挙げている。その六つの基本要素とは，①「信頼関係の確立」，   

②「ゴール設定」，⑨「チャレンジ／ストレス」，④「至高体験（PeakExperience）」，   

⑤「ユーモア／楽しさ（Fun）」，及び⑥「問題解決」である。  

人と人との関わりにおいて，信頼感は欠くことのできない要素である。「あらゆ   

るセラピューティツクな関係が信頼関係をベースに機能している。冒険プログラム   

によるアプローチの長所は，信頼関係を『実践する』原理が備わっているというこ   

とでもある。」（プラウティら，1997）と述べられている。それはアクティビティ（1）   

を経験することで，実体験としてよく理解することができるからであると考えられ   

ている。PAでは“擬似的に”信頼感を感得できる状況が設定されている，例えば，   

ハイエレメント（2）を用いたアクティビティであるキャットウォーク（3）は，命綱の   

ロープを仲間が支えている状況で10メートルの高所に上がって活動するものがある   

が，命綱のロープを仲間が支えている状況で仰仲間がそのロープを手放せば，自   

分がすぐに危険別犬況に陥るということが実感できる。つま、り，「仲間が支えられ   

てくれているから，自分は安全だ。」という感じが持てるのである。そして，この   

時のこの状況での，“自分の感じ’’を「信頼」という言葉と結び付けて概念化を図  

るわけである。  

ABCの活動においては，このようなハイエレメントを用いるだけでなく，リー   

ントラストやトラストフォールなどのアクティビティ（5）を用いることで，「相手に   

身を委ねる」という経験と「信頼」とを結び付けることが行われる。そして，その   

先ではハイエレメントを用いることで，危機感，恐怖感を伴った危機的な経験をビ   

レイヤー（6）として支えてくれる仲間を感じることが「信頼」と結び付けられる。   
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また，ハイエレメントでは，自らの可能性を試すためのチャレンジも行われる。   

さらに，例えば，コミュニケーションについて学ぶアクティビティでは，複数の  

参加者に対して「声を出さずに，誕生日順に並んでください」というような課題設  

定を行う。参加者は，言葉を用いずに身振りなどを用いてその課題を解決していく  

ことになるが，そのことを通して，コミュニケーションとは，言葉で表現されるも  

のだけでなく，表情や身振りなどその他多くの情報を通して行われるものであるこ  

とを実体験から学ぶことができる。   

こうしたことが，いわゆる通常のレクリエーション活動と異なるのは，このよう  

な体験的学習を体験だけで終わらせるのではなく，その実体験を考えや概念と結び  

付けることが行われていることにある。そのためにアクティビティの前後に「ブリー  

フィング（Briefing）」と「デイブリーフイング（Debriefing）」が行われる。   

この「ブリーフィング」には，①リーダーがグループに伝える情報（指示），②  

グループ全員が分かち合う情報という意味があり，これから実施するアクティビティ  

に対するレディネスを高め，目標を確認するものである。また，「デイブリーフイ  

ングは，評価するということである。グループの全員がそれぞれ自分の成長に必要  

な情報を受け取る機会である。デイブリーフイングでは指示的なこともあるが，一  

般的にはグループの成長過程を考慮しながら，今行った活動を題材にして話し合い  

を行う。」（プラウティら，1997）ことと定義されている。   

この活動の流れの実際を説明することは，はじめにブリーフィングで活動全般に  

対する説明や注意が行われ，参加者同士でその活動に対しての共通理解を得る。そ  

の後，アクティビティを実施して，参加者は様々な経験を体感する。そうして体感  

したものをデイブリーフイングを通して概念化していくという作業が行われる。デイ  

ブリーフイングでは，自らの感じたことだけでなく，他の参加者の感じたことや，  

自らが他者からどのように見えていたかということが重要になる。そのようなこと  

が，他の参加者からのフィードバックで行われることで，自己概念が変容していく  

のである。   

これについては，「ジョハリの窓（JohariWindow）」を用いての説明がなされる  

（Luft，1969）。ジョハリの窓では，①他者に知られている自分（Knownto Others），  

②他者に知られていない自分（Unknown to Others），③自分で知っている自分  

（Known to Self），及び④自分で分かっていない自分（Unknown to Self）の四つ  

の要素を持って自己概念と自己理解を説明し，「JohariWindow」（図2）のように  

四つの枠を設定している。すなわち，他者からの意見（ask：feedback）と自分の  

表明（tell：disclosure）により，自己理解の枠（open）が広がっていくことで，自  

己概念が変化していくと考えられている。   
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UnKnown to Self  KnowntoSelf  

Known to Others  

UnKnown to Others  

図2 JohariWindow  

ここでの学ぶということは，知識を付与することだけでなく，経験を通して知識   

を再構築することと捉えられている。体験的な学習を通じ，さらにその経験につい   

ての他者からのフィードバックと自己開示により，経験を学びに変えていくという   

ことである。例えば，「信頼」を学ぶ場合に，経験や体験と「信頼」という言葉  

（概念）が結び付き，信頼感の重要性が理解できることになるというものである。   

ABCで準備されている各種のアクティビティは，その活動を通して，試行錯誤   

による学習の体験ができるように組み立てられている。また，それらのアクティビ   

ティは対象者の成長に合わせてファシリテ一夕ーが課題を選び，個人や集団の成長   

を促すことができる 。つまり，その個人やグループの課題達成状況を見極めながら，   

ファシリテ一夕ーは課題設定を行うことになる。  

（2）効果  

ABCのプログラムを実施しているPAは，元はOBS（Outwaord Bound   

School）（7）の冒険教育から端を発したものである。アメリカにおいては，少年の更   

生プログラムに冒険教育が用いられている実績がある。例えば，ミネソタにおいて  

「シスルドゥー・キャンプ（Thistledew Camp）」（8）が実施されている。これは，罪   

を犯した少年の矯正に関する自然環境プログラムの実例で，その内容として，冒険   

性の高い自然環境サバイバル。プログラムを用いて，個人の自信を醸成し，指導能   

力を高め，集団的努力の大切さを教えることをねらいとしている（ローレンス，  

1999）。しかしながら，冒険活動には危険を伴うことも多く，このことから多くの   

教育の場から冒険的な要素が失われてきた一端もうかがえる。このことについて，   
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林（1997）は，「冒険活動には人を育てるために有効な性質がいくつもある。ただ   

し，その度に人が死んでいたのでは困る。子どもたちにとっては大冒険と思えるよ   

うなことを安全に行うことによって，冒険活動の持つ優れた性質を人間教育に生か   

そうとするのが，プロジェクトアドベンチャーの基本的な考え方である。」と述べ   

ており，PAにおけるABCのプログラムは冒険的な要素は残しながら，安全性を   

確保した教育活動であるといえる。  

また，林（1997）は冒険活動の持つ優れた特性として，①自分の身を危険にさら   

すのでお互いの協力がどうしても必要になること，②仲間とともに一つの目標に向   

かって努力することにより「共通の場」を作ることができ，より深い人間関係が形   

成されること，③成功したときの達成感により自尊感情が高まること，④冒険とい   

うせっぱ詰まった状況では人は本音でぶつかり合うこと，及び⑤競争ではないので   

カのない子を切り捨てるのではなく，目標に向かって，その子の力をみんなで補う   

という「やさしさ」が自然に生まれることを挙げている。  

ABCのプログラムが非行や犯罪行動の変容にどのような効果があるのかという   

ことについては，アメリカのニュージャージー州とジョージア州において，裁判所   

からの青少年委託プログラムとして，少年犯罪者に実施した事例が紹介されている  

（プラウティら，1997）。  

PAでは，少年の反社会的な行動（暴力事犯や暴走行為等）について，「犯罪を   

犯す若者たちは，喧嘩，自動車窃盗，放火など，非常に高いリスクにチャレンジし   

た結果，裁判所に送られてくるが，この少年たちの大半はチャレンジをしていない   

わけではない。実はアドレナリンが発生するような過激な活動を頻繁に行っている   

のである。ただ残念なことに社会的に認められるチャレンジに挑戦し，そこで意味   

を見つけ，そこから何かを得るという方法を知らないのである。」（プラウティら，  

1997）と考える。それは，彼らが持っているエネルギーをプログラムの中に組み込   

まれたアクティビティによって，社会適応的な行動に変容させるということである。   

このような考えを前提にすると，ハイエレメントを用いて恐怖心に打ち克つ新しい   

挑戦をすることは，その人自身が持っているエネルギーを向社会的行動に結び付け   

ることになる。また，グループを通してアクティビティが設定されるため，どのよ   

うな活動であっても自分一人でできるわけではないということが確認でき，そのた   

めの他者と関わることの重要性を学ぶことができる。  

（3）フルバリュd（Ful［Value）   

Schoelら（2002）は「ExploringIslands of Healing：New Perspective on   

Adventure Based Counseling」の中でフルバリューについて説明している。  

PAのプログラムでは，“FullValue and Behavior”という考え方を用いて，プ   
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図3 Fu暮JVaJue and Behavjor   

ログラム参加の前提として，参加者には基本的なルールとしての「契約（フルバリュー  

コントラクト）」が交わされる。それは「グループのメンバーの努力を肯定的にお  

互いが評価する」という約束である（プラウティら，1997）。そのフルバリューの  

要素とそれに伴う行動は，「FullValue andBehavior」（図3）で表されている。   

それらの要素は，①“Be Honest（正直に）”，②“commit to Goals（目標設  

定）”，③“Be Here（今ここで）”，④“Let Go and Move on（こだわらずに前に  

進む）”，⑤“Be Safe（安全に）’’，及び⑥“care for Selfand Others（自分と他  

人を大切にする）”という六つのセクションからなっている。   

これについて，Shoelは講演会（。）において，「円グラフの“Be Here”を見てい  

ただきたい。“Be Here”のセクションで“AfBliation and Aloneness（親和，協  

調的かつ主体的）”と書いていますが，協調的は人と関わるということになります。  

かつは，andです。主体的はalone一人で，自分自身でいる能力ともいえます。…  

（中略）…“Be Here”を促したいということであれば，“今ここに”という性格を  

持っている活動を選んで，“BeHere”を促進します。ですから，お説教をして，  

そのことを教えるよりも，活動でここにいなければいけないということを教えるこ  

とができます。」と，“Be Here”というフルバリューの要素をどのように対象者に  

学ばせるかということについて述べている。つまり，「単にその必要性を相手に説  

明するということではなく，必要性を実感できる体験や活動（アクティビティ）を  

実施することが有効である」と述べている。   
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さらに続けて，「“Committo Goals（目標に向かう）”ということです。『目標を   

作る，何かに向かっている』ということを暗に示しています。『何かをしよう』と   

いうこともあります。そこには達成できる可能性，失敗する可能性もあります。我々   

の文化（アメリカも，日本も）の焦点は，成功に当てられています。一方で，どう   

失敗するかということに関しては触れられていません。失敗するべきではない，も   

しも，失敗したら悪いこと，成功したら良いことということになります。だた，人   

生ではそうは行きません。人生というのは失敗の連続です。私たちは過ちを犯す存   

在です。誰一人完壁な人はいません。問題も犯すし，悪いこともします。…（中略）   

…例えば，薬品というのは人の役に立つこともあるし，一方で，自分たちの環境を   

蝕むこともあります。私の息子は，漁師ですが，もしも獲り過ぎてしまうとお金に   

はなり，食べたい魚は手に入りますが，5年後には魚がいなくなってしまいます。   

達成することは，必ずしもいつもいいわけではなく，失敗はいつも悪いこととは限   

らないです。我々は難しい世の中に生きています。」と，一つの価値観にとらわれ   

ないことの重要性について述べている。   

PAにおいては，人間関係におけるコミュニケーションのスキルも重要であるが，   
その前提。土台となる関係を重視する。フルバリューという概念には，それがあらわ   

れているのである。フルバリューによって，人と人との関係の土台ができ，そこから   

互いの成長を促すための働き掛けが生まれてくるというのが基本的な考えである。  

（4）E巨－ブスコース（．。）   

ABCのプログラムを含むPAを実施するに当たっては，ロープスコースを用い   

ることが多い。ロープスコースは，「グループ内の協力関係を高めるとともに，達   

成感を味わうことができるように工夫された障害物コースのことである。ロープや   

ワイヤーで作られている。野外に設置するときは樹木や丸太を使い，屋内では壁や   

染を使ってコースを設置する。」（プラウティら，1997）とされている。また，「外   

見はフィールドアスレチックと似ている。フィールドアスレチックとの大きな違い   

は，すべて仲間と協力しなければできか再舌動であるという点である。また，難易   

度についても，一見不可能ではないかと考えられるような冒険性の高いものとなっ   

ている。」（林，1997）とされている。これらロープスコースのアクティビティをエ   

レメントと呼ぶ。先に述べたようにエレメントを用いることなしに，活動を行うこ   

とも可能であるが，エレメントを用いることによって，より多彩で内容豊かなグルー   

プワークができる。ロープスコースは，①ハイエレメント，②ローエレメント，及   

び③イニシアティブの3種類に大きく分けられる。  

ハイエレメントは高さ約6～10mに設定され，安全ベルトとロープでグループ   

のメンバーに安全を確保してもらいながら行う。一人で挑戦するプログラムでは，   
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高さへの恐怖心から強烈な自己とのかっ藤に出会う。また二人で挑戦するプログラ   

ムもあるが，そこから得る信頼，達成感などは日常では経験しがたいものである。   

例えば，地上から30センチメートルの高さで行うアクティビティと，地上10メート   

ルの高さで行うアクティビティは，内容が同じであったとしても，人間の感情とし   

て同じではありえない。地上10メートルでは，まず，自らの恐怖心と向き合うこと   

が求められ，さらに活動を行うためには，一緒に活動する参加者に対しての信頼感   

がかナれば，活動を続けていくことは困難になる。  

このことを象徴するように，研究担当者が参加した活動の中でハイエレメントを   

実施した後のデイブリーフイングでの参加者の感想として，「もし自分のロープ  

（命綱）を機械が支えていたとすれば，恐怖心に打ち克って，次のレベルにトライ   

する勇気は生まれてこなかった。下で支えている人，一緒にトライしている仲間が   

いたから達成できた」と述べられたことが印象的であった。つまり，同様な危険を   

感じる活動であっても，それは参加者にとっては，遊園地の遊具とは異なる意味付   

けがなされるのである。  

ローエレメントとは，低い位置に設置されたコースである。プログラム中は「ス   

ポッティング」といってグループのメンバーがお互いに体で安全を確保しながら挑   

戦する。コミュニケーションが必要なプログラムであり，徐々に信頼関係が形成さ   

れていく。  

これらの活動は，「チャレンジ・バイ4チョイス（Challenge by Choice）」と呼   

ばれ，活動への参加を自ら選択できるが，活動に参加しない者も役割が失われるわ   

けではない。活動を行わない参加者は，他の参加者の活動を支える役割（スポッティ   

ングやビレイヤー）を付与される。  

イニシアティブは，与えられた課題を仲間と共に工夫して協力しながら解決して   

いくものである。課題を解決していくには仲間との話し合いが必要であり，その実   

行には全員の意思が統一されなければならない。挑戦と失敗を繰り返しながら他者   

との関わり方を学ぶ方法である。言葉を発しないで，誕生日順に並び替えを行う課   

題などは，これに当たる。   

学習を促すための道具として一般に教具や教材を用いるが，PAを実施するに当   

たっての教材教具は，このエレメントがそれに相当すると考えられる。したがって，   

対象者や，集団の課題達成の状況や，あるいはその日標によっては，各種のエレメ   

ントを用いることがよい。  

（5）実際の活動   

ABCに参加した活動状況は，「ABCの実際」（資料1）のとおりである。資料1   

は，4泊5日のプログラムで約70のアクティビティ（「O」印のものがアクティビ   
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ティを示す。）を実施している例であるd このときのプログラムの組み立ては，1  

日を午前，午後，夜間の3セッションに分けて実施された。一つのセッションの構  

成としては，①ブリーフィング（事前準備、説明），②アクティビティ（体験的活  

動），及び③デイブリーフイング（活動の振り返り，話し合い）が大きな枠組みで  

ある。さらに，②のアクティビティは，様々な組み合わせによって実施されていく。   

具体的には，①ブリーフィングで「コミュニケーションについて」というテーマ  

を提示し，②アクティビティでいくつかの活動を組み合わせて，最終的にイニシア  

チブ（グループ全員で挑戦する問題解決プログラム）のアクティビティを実施する。  

そして，③デイブリーフイングで実際の活動を通して，コミュニケーションについ  

てどのように感じ，各アクティビティの中で，そのように実践していたのかについ  

て話し合っていく，という組み立てになる。   

矯正施設においては，レクリエーション指導や体育指導において活動的な体験学  

習を実施している。諸活動を通して，どのような指導上の課題を焦点化させて，そ  

れをプログラムとして組み立てていくのかということが，今後重要になる。   

そういう点から考えると，ABCのプログラムは，ハイエレメントなど特別の器  

具を用いるアクティビティでなくても，その効果を十分得られると考えられる。そ  

のためには，指導職貞に経験と知識が必要となるので，導入に当たっては，まずは，  

実際のファシリテ一夕ー経験のある指導者に施設内で実施してもらいながら，より  

矯正施設の課題に適合するプログラムの作成を検討していく必要がある。   

プログラムは1回のみの活動ではなく，さらに引き続いて活動を深めていくこと  

ができる。実際の活動の中では資料1のように午前，午後，夜間と活動が積み重なっ  

ていくのである。一つ一つの活動は，「活動の状況」（図4）で示されているサーク  

ルのように動いていくので，ファシリテ一夕ーは，参加者がそのサークル内のどこ  

でどのように感じ，どんなことを気付いたのかを明確に・していきながら，グループ  

内でそれらについて共有し，そして，さらにどのようなアクティビティがこのグルー  

プに必要であるのかを検討していくこととなる。   

さらにその個々のアクティビティと大きな全体の流れを関連付けて，デイブリー  

フイングをするための活動の区切り，もっと全体の大きな流れを考えて検討する，  

組み立てていくことになる。重要なことは，参加者個々の活動に対する目標と，グ  

ループ全体の目標とを如何に一致させるかということである。参加者自身が，その  

活動に何らかの目的をもって参加しているとしても，それが全員ばらばらでは，十  

分な効果を期待することはできない。もちろん，一方的に目的を押し付けるだけで  

は，参加者の活動に対する動機付けは下がる。したがって，参加者の目標とプログ  

ラムの目標を一致させるための活動の組み立てが重要になる。   
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図4 活動の状況  

このプログラムの特徴としてまとめられることは，①活動は一人でできないもの   

を行うこと，②活動には意味付けが行われること，③活動の意味付けを参加者全員   

で共有すること，④参加者は互いに尊重し合うこと，及び⑤参加者は参加する活動   

を選ぶことができることである。  

（6）導入に当たって配意する事項   

ア 実施の内容  

ABCを含むPAのプログラムは，様々な分野で実施されており，矯正施設に   

導入するとすれば，特に少年施設に限る理由はないが，アメリカ等での実績も踏  

まえると，まずは少年施設に導入することが考えられる。  

ABCを含むPAの活動プログラムは，実施の時間や人数など，様々な状況に合  

わせることが可能である。例えば，1セッション1時間のプログラムによって実施  

したり，あるいは，現在矯正施設で行っているグループワークのように，メンバー  

を10人程度に固定して，幾つかのセッションを通して行うという方法も可能である。  

プログラムの流れとしては，①アイスブレーキング（Ice breaking），②デイ   

インヒビタイザー・アクティビティ（De－inhibitizerActivities）を行った後に，   

③トラストアクティビティ（TrustActivities）や，④イニシアチブ（Initiative）  

などを実施することとなる。そして，それらのアクティビティの前後にブリーフィ  

ングとデイブリーフイングを行うことで，活動の内容を深めていくわけである。   
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これについては，徳山ら（2002）が「活動内容によるねらいと特徴による分類」  

（表6）をまとめている。   

例えば，より良い人間関係といわれているものを考えてみると，そこにはコミュニ   

ケーションスキル，他者に対する信頼感，思いやりが求められるであろう。また，課   

題をどのように解決するのかという課題解決能力も求められるだろう。これまでの   

矯正教育における集団活動は，これらの能力を向上させてきた実績がある。ABCの   

プログラムにおける実際の活動を積極的に取り入れていることと，より良い人間関   

係に対する意味付けを行っていることに注目し，応用することが可能と考えられる。  

イ 設備   

ABCのプログラムを実施するに当たっての設備としては，先に述べたロープ   

スコースの設置がある。いくつかのエレメントを組み合わせたロープスコースと   

しては，日本ではPAJが工事に携わったものとして30コースある（11）。  

これらのコースを設置するためには，多くの費用が必要となる。しかしながら，   

ABCの活動は，本来的にはロープスコースにおける冒険的な活動だけでなく，   

それも含めた様々なアクティビティの組み合わせによって行われるものであるか  

表6 活動内容のねらいと特徴による分類（徳山ら，2002）  

Icebreaking   楽しく遊ぶことで参加者の緊張を解きほぐし，親密な環境形成を行う。   

De－inhibitizer   比較的低いリスクを伴う遊びを取り入れることで失敗への怖れを低減し積極  

的に取り組める雰囲気を作る。   

Trust   リスクある様々な活動を通して仲間といることで自分は守られていると実感する。   

Being   Fullvaluecontractの概念を具体的に記述し，お互いの価値観を共有し合  
う言語的な課題である。   

Initiative   身体活動を伴うグループでの課題解決を協力して行うことでコミュニケーショ  

ンが促進される。   

Lowelement   膝の高さから3m位に設置された設備を利用して行うグループの問題解決で  

あり，社会的責任を培うとともに仲間との一体感や人とのつながりを感じる。   

Highelement   仲間に身体の安全を確保されて行う，6m～10m前後の高所における一人あ  
るいは二人で行う課題解決である。   

（1）Activities：各種の活動  

（2）HighElements：補助者による安全確保を必要とする10メートル以上の高い場所でのアクティビティ  

（3）Cat Walk：10メートルの高さに橋のように設置された丸太の上を歩くアクティビティ  

（4）これをビレイという。Belaying：仲間が安全を確保するという意味  
（5）特に器具を用いることなく，パートナーに対して倒れこみ，それを受け止めてもらうアクティビティ  

（6）ビレイを行う人。ハイエレメントを実施の際に安全を確保するために命綱等を持つ補助者  
（7）アウトワード・バウンド・スクール：ロッククライミング，登山，沢登りなど，野外活動を行う冒険教   

育機関http：／／www．feis．com／obs／  
（8）http：／／www．doc．state．mn．us／default．asp  

（9）千葉大学環境健康フィールド科学センター記念講演（2003年10月11日）  

（1帆（11）http：／／www．pajapan．com／index．html   
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ら，活動の内容や目的にもよるが，ロープスラースが無い状態でプログラムを実   

施することも可能であり，その整備については，一挙に行わなくてもよく，大掛   

かりな設備が必要ないものから順次に導入し，その効果を検証しながら，本格的   

なロープスコースを導入するという方法を採ることも可能だと考えられる。  

ウ スタッフ   

スタッフに求められるのは，実際の活動を通してグループの動きをみながら，   

実践していく能力である。対象となるグループの目標等を考えて活動プログラム   

を作成し，実際の活動の展開での種々の変更にも適切に対応，調整，指導してい   

く能力が必要とされる。  

したがって，まずはABCの指導経験のあるファシリテ一夕一に実際にそれぞ   

れの施設に採り入れられるプログラムを実施してもらい，次に，経験者にサポー  

トしてもらいながらそれを職員が実施して，具体的な実践方法について学ぶとい   

うのが，より効果的で早期確実に指導体制を整えるためには必要であろうと考え   

られる。もとより，矯正施設の職員の多くは，レクリエーション指導や体育指導   

においての実績があるので，ABCをどのように組み合わせて，効果的なプログ   

ラムとしていくのかを学ぶことが重要であり，これに加えて，これまでの教育活   

動の実践と実績を再確認，再構成するという視点も必要であり，また，そのこと   

によって一層効果的に導入が図られるものと考えられる。  

4 保護者教育  

（1）機能。構造  

この分野は，一般的には「親教育」といわれているものである。田中ら（1989）   

は，社会の変化に伴い，家族の形態も変化し「子どもたちは民主的な文化の中で育   

つので，親を対等の人間と見る傾向が強まりつつある。こういった外的な変化にも関   

わらず，親は，自分が育てられた育児法を踏襲することが多い。それゆえ育児の方法   

が時代に合わない場合が出てくる。したがって，親を援助するための親教育が必要に   

なる。」と述べている。つまり，社会の変化の中で，人は様々な変化への対応を求め   

られている。同時に，家族の内においても，親自身が経験したことのない状況にさら   

されることが，これまで以上に多くなってきているとも言える。そのような中で，特   

に犯罪者や非行少年を抱える家族においては，一般家庭より危機的な状況にさらさ   

れていると言えるだろう。」と述べている（「非行」と向き合う親たちの会，2002）。  

社会の急激な変化の中で，子どもへの対応方法の多様化が進んでおり，教育方法   

等に関して各種議論がある。このような状況で，犯罪者，非行少年を抱える家族は，   

どのように対応していけばよいかについて，考える必要があろう。   
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その対応として，予防的な措置と対処的な措置の二つが考えられる。ここでは，   

現に犯罪，非行に関わってしまった少年に対して，どのように親が接していくこと   

が必要かを中心に，さらには矯正施設，特に少年院が，どのように保護者に関わっ   

ていけばよいかについて検討することとしたい。   

なお，この保護者教育については，平成13年の少年法の改正時に，少年院処遇規   

則第4条の2として「院長は，効果的な矯正教育を実施するために，矯正教育に関   

する保護者の理解を深めるとともに，その実施に関する保護者の協力を得るように努   

めなければならない」と追加改正が行われ，また，法制審議会では，平成16年9月   

8日の諮問第72号の別紙の第三のこの1において，保護者に対する措置の一つとし   

て，「少年院の長は，20歳未満の在院者に閲し，必要があると認めるときは，その保   

護者に対し，少年の監護の関する責任を自覚させ，少年の矯正教育の実効を図るた   

め，指導，助言，その他適当な措置をとることができるものとすること」について，   

諮問に対しての審議が行われていることを関連事項として確認しておく必要がある。  

（2）親業訓練の実際   

親，保護者への教育については，「本研究の（その1）」で，民間においてもいろ   

いろと検討されていることについて触れたが，このことについては，現在，六つの   

親教育プログラムが知られている。その中で，トマスーゴードンが創案したPET   

による親業訓練協会（1）の活動について，民間で実施されている方法を検討する。  

親業訓練プログラムで行われているのは，講義とロールプレイングの組み合わせ   

である。具体的には，①「共感」，②「傾聴」，及び③「アイ・メッセージ（ト   

message）」を用いての親子関係のスキルを学ぶ。つまり，これらのスキルを実例   

に即して説明し，それに合わせて，ロールプレイを実施して，身に付けていくとい   

う手法をとる。内容としては，親が一方的に子どもを指導していくのではなく，相   

互交流を促すことで，子どもの行動を変容させていくというものである。また，親   

が子どもの言動に左右されて，混乱し，望ましくない働き掛けを行うことがないよ   

うに，親が冷静に対処するための方法が示されている。これらのプログラムを，非   

行等を変容させる，あるいは改善させるという面から見ると，予防的な部分と非行   

の初期の状況を想定したものとがあって，すでに施設収容となっている問題性の深   

い少年に対する方法として使用することについては，どの部分や，どの方法が活用   

できるか等を含めての検討が必要である。  

（3）導入に当たって配意を要する事項   

親，保護者の養育・監護の態度と非行との関連について，家族との関係が少年の   

行動に影響があることには異論はない。現今の社会問題としては，保護者自身が子  

（1）http：／／www，OyagyO．Or．jp／menu．php   
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育てに自信がないこと等が指摘されており，その望ましい在り方を提示することの  

要請は強い。   

少年院での保護者に対する働き掛けは，「保護関係調整指導」としての出院後の引  

き受けの問題などを中心にして平素から積極的に行われている。また，仮退院になる  

少年の保護環境の調整においては，保護関係機関が保護者に対しての働き掛けを行っ  

ているので，これに関連する教育の実施には保護関係機関との連携が重要である。   

また，少年院における保護者に対する働き掛けにおいては，なかなか来院しない  

保護者に対して，あるいは来院することが困難な保護者に対して，系統的な働き掛  

けをすることについても一層検討する必要がある（例えば，施設側からの手紙や電  

話による積極的な働き掛けなど）。これらのうち，特に，少年の生育過程において  

虐待などの問題があった家族に対して，施設として対応していくにはどうしたらよ  

いかについては，今後，検討する必要がある重要な課題である。   

さらに，少年院では，他の機関との関係もあり，どの程度まで踏み込んで実施す  

るかという問題などが生じると思われる。また，保護者が自分の子どもである少年  

を引き取って，十分指導監督ができるだけの力がない場合も多いので，苦慮するこ  

とが多い。このようなケースの場合は，少年を指導監督するためのスキルと知識に  

ついて，少年院から，積極的に説明，助言をしたり，相談を受けたりする必要があ  

ると考えられる。保護環境調整の前段階としての保護者教育は，少年院としても，  

例えば，「少年の出院後に予想される問題に対する対処方法をQ＆A方式で冊子に  

まとめて配布する」，「少年の心情理解のための知識や情報を提供する」，「施設と保  

護者間との連絡帳を作成して，保護者も面会や通信の記録を作成する」等の方法を  

取り入れて，現在以上に積極的に実施することが望ましいと考えられる。   

これらを踏まえて，少年院における保護者教育として三つの働き掛けが考えられ  

る。①家族間の対人スキルの育成，②非行，犯罪行動理解のための臨床心理的教育，  

及び③保護者に対する援助機能の充実である。  

ア 家族間の対人スキルの育成   

一つの方法としては，ロール・プレイング形式により，スキルの育成を図るこ   

とが考えられる。例えば，先の親業訓練においては，ロール・プレイングを用い   

て「子どもとの接し方について」を学ぶプログラムが用意されている。このプロ   

グラムを矯正施設で実施するまでには相当な準備を要するであろうと考えられる   

ので，それまでの間，当面は，簡便な方法として保護者向けに，「保護者教育用   

冊子（案）」（資料2）のようなテキストを作成することが考えられる。   

前述した“アイ・メッセージ（I－meSSage）”を用いるということが，しばし   

ば行われている。例えば，「『あなた（お前）』軋 早く帰ってきなさい」という   
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メッセージは，●相手（あなた）を主語にした言い方なので，ユー・メッセージ  

（You－meSSage）という。これに対し，「『私は』，頻   

いと思う」というメッセージは，話す側の方（私）を主語にした話し方で，アイ・   

メッセージという。このアイ。メッセージの機能は，親からの一方的な働き掛け   

を変化させて，親子の相互交流を生み出すということである。多くの問題が生じ   

ている家族の場合は，すでに親からの指導が十分に機能していない状態になって   

いるので，これまでのように親が子どもに対して一方的に指導するという関わり   

だけでなく，子どもに親の意見や考えを伝えて反応を見るという方法によって，   

相互関係を作っていく必要があるわけである。   

次に，タイム。アウトという方法もある。これは，感情が高まってきたり，感   

情のコントロールができないと感じたときに，とりあえず，その場を離れたり，   

落ち着く時間を確保するという方法である。親子間に問題が生じた場合，感情が   

高まって，話し合いや指導する場面としては，好ましくない状況が起こることが   

ある場合には，その話し合いや指導を無理に続けるよりは，まずは冷静になるこ   

とが必要であり，もう一度，リセットした状況での話し合いや指導を行うことの   

方が効果があることがある。改めて冷静になった状態で，問題に向き合うという   

ことである。   

これらの方法では，職員が少年の保護者から「これまで少年に対して，どのよ   

うな指導を行い，どのように接していたのか」について情報を収集し，今後の少   

年の指導方法について，具体的な方法を保護者に提示することになる。  

イ 子どもの非行，犯罪行動理解のための臨床心理学の教育への応用   

心理教育については「本研究の（その1）」でも述べたとおり，精神疾患等の   

ある人の家族に対する働き掛けとして実施されているものであるが，これは，家   

族内に問題行動がある人がいた場合，家族の対応や，その行動に対する理解の程   

度によって，問題行動が変化するという考え方であり，家族内のストレスが問題   

行動の現象を促すといわれている（ファルーンら，2000）。   

少年院の保護者会等において，保護者に対して，子どもの非行についての理解   

を促すといった方法が考えられる。「何故，悪いと分かっていてもやるのか」，  

「何度言ってもできないのは，何故か」，「自分の損になると分かっているのに」   

と訴え，子どもの言動を理解しかねている保護者も多い。また，本来は少年の行   

動を社会化する方向に働く必要がある家庭の機能が，反対に，非行を増長する方   

向に作用していることが少なくない。その場合，例えば，保護者が日常の生活に   

おけるストレスをそのまま親子関係の中に持ち込んでいるマイナス面に気付いて   

もらうように働き掛けることが考えられる。   
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ウ 保護者に対する援助機能の充実  

これは，カウンセリングや，セルフヘルプ・グループ的なグループワークを通   

しての保護者自身に対する援助を強化することである。   

出院後の具体的な生活についての指導方法や，保護司，保護観察官との関わり   

方については，少年に対しては，SST，ロールプレイングやその他の指導方法に   

よって行われているが，保護者に対しては，それらについての情報の提供は行わ   

れているものの，その内容は必ずしも十分であるとはいえない。また，多くの保   

護者は，少年が入院前に様々な問題を起こしたことの対応に追われ，しかも保護   

者として十分な対応ができずに子どもが施設に入ることになったのではないかと   

感じており，親としての自信を失っている場合も多い。同時にまた，少年が施設   

にいる間は，少なくとも問題が生じることなく安心であるという心情にもなって   

いることもあるので，再び，子どもが家庭に戻ってくることについて，不安を感   

じる保護者も多いと思われる。   

不安を感じたり，自信を失っている保護者に対しては，出院後に予想される危   

機場面において，保護者としての対応方法について，それぞれの場面を設定した   

マニュアルを作成することも考えられる。全ての状況に対応することはできない   

としても，予測できる状況とその対応について情報を予め伝えることは重要であ   

ると考えられる。  

5 園芸療法  

（1）定義  

園芸療法について，松尾（1998）は，「その定義と理解は極めて暖昧かつ多様であ   

る。園芸療法に関して最も制度化の進んだアメリカにおいてすら，定義は公表され   

ているものの，理解はさまざまである。」と述べている。アメリカにおいて，正式   

の用語として用いられているのはホーテイカルチュラル・セラピー（Horticultural   

Therapy）であり，園芸療法と一般的に邦訳されている。  

日本においては，瀧（2002a）が，園芸療法を「植物（庭，グリーンハウスを含   

む。）あるいは植物に関連する諸々の活動（園芸，ガーデニングなど）を通して，   

身体，心，精神の向上を促し，かつ鍛える療法」と，定義している。こうした園芸   

療法の作業療法的な機能は，現在の日本においては，高齢者福祉等の分野での応用   

が盛んである。松尾（2002）は，園芸療法のもつさまざまな療法的性格として，身   

体療法，行動療法，作業療法，理学療法，精神療法，環境療法，植物療法，芸術療   

法を挙げ（図5），作業療法と園芸療法の関係について，「作業療法では，いろいろ   

な活動を臨機応変に取り上げて療法の媒体として用いるのに対して，園芸療法では   
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園芸という限定された活動（名称の上では限定されているが，活動そのものは極め   

て多彩であり，かつ奥が深い。）を療法の媒体として用いる点が異なる。」としてい   

る。  

（2）効果  

園芸を通した活動の中で，心身に対する働き掛倒こついては，園芸療法と，園芸   

福祉というような区分けが行われている。  

まず，園芸活動全般の効果について検討する。豊田（1998），桧尾（1998）は，   

それをおおむね身体的な効果，精神的な効果，及び社会的な効果の三つにまとめて   

いる。  

また，吉本（2000）は，メンタルヘルスの側面から能動的に関わる園芸活動にお   

けるその効用として，①心を健やかにする効用，②体を健やかにする効用の二つを   

挙げている。そして，心を健やかにする効用として，「心地よい達成感が得られる」，  

「心地よい満足感が得られる」，「気分転換と安らぎの効用」，「人間関係を促進する」   

の四つを挙げている。  

園芸活動そのものの効果としては，精神的な効果が挙げられるが，園芸活動は身   

体活動を伴う活動であることから，それほど無理をかけずに身体的な効果も得られ   

る。また，園芸活動は，その全体を一人で行うことは困難であり，活動を通して様々  

身体療法、 行動樟法、 作業療法、 理学療法  

精神療法、 環境療法   

図5 園芸療法と関連する様々な療法 松尾（2002）   
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な人との交流がある。その一方で，活動内容によっては，一人で活動することも可   

能であり，人間関係能力の差によっても，個々人の状況に合わせた活動を選択する   

ことができる。  

園芸療法が他の療法と比較して異なる点について，松尾（1998）は，①生きてい   

る植物の生長に関わる，②感覚体験と動作体験との相互作用を活用する，③さまざ   

まな療法の性格を備えている，④効果が緩やかである，⑤取り上げうる植物の種類   

は多く，関わり方が多様である，及び⑥植物の生活環から生死やリズムを学び，体   

感できる，の六つを挙げている。   

高江洲（2003）は，園芸療法を精神（心理）療法（psychotherapy）としての側   

面と，身体療法（somato－therapy）としての側面があるとして，精神療法として   

の園芸療法を，訓練療法と洞察療法の二つの側面から捉えている。   

すなわち，園芸活動が人の心身にもたらす効果をより効果的に実施するものが園   

芸療法であるとも言える。比較的負担が少なく，精神的な安定も得やすい上に活動   

の広がりもあるために，幅広い対象者に適用でき，効果も得られることが園芸療法   

の特徴と考えられる。また，園芸に関わる知識も様々な場所から得やすく，道具や   

作業場所についても比較的入手しやすいものが多い。活動そのものが特別な道具や   

場所を必要としなくともできる。したがって，専門的な知識をもつ園芸療法士がサ   

ポートできれば，多くの場所で実施が可能な療法であると考えられる。  

（3）日本の実状  

園芸療法が日本で実際にどのように導入されているかについて，紹介する。わが   

国では，将に高齢者福祉等の分野での活動が中心になるが（杉原ら，2002），この   

ことについて，平成15年3月に行われた園芸セラピーシンポジウム（1）からその活   

動状況をみる。  

最初に「痴呆予防と園芸療法」として，中山義治（東京都老人総合研究所痴呆介   

入研究グループ）から，痴呆（認知症）と痴呆（認知症）予防について説明があり，   

痴呆（認知症）予防の実践報告として園芸療法への取り組みが紹介された。痴呆  

（認知症）予防の一つとして「認知機能」を鍛えることが必要で，そのためには，   

①小集団で問題解決をしていくプログラムであること，②参加者がプログラムの目   

的をはっきり自覚していること，③参加者が主体的に取り組んで，自立的に実行で   

きる内容のものであること，④活動が楽しいものであること，が条件である。園芸   

活動は，これらの条件を十分に満たしている。その例として，花の名前や種類を覚   

え，また，それを教え合うことによる認知機能の維持などが挙げられ，こうしたこ   

とによって，園芸療法の効果の中に痴呆（認知症）防止の効果もあると考えられる   

との報告がなされた。   
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次に「高齢者施設における園芸療法の意義」として，登坂ユカ（いばらき園芸療   

法研究会会長）からの実践報告があった。特に，園芸療法を心身に障害がある者  

（加齢による機能の低下も含めて）に導入するメリットとして，①植物は自分の力   

で育つので，対象者が100％管理しなくても良い，②能動的，受動的，どちらの活   

動も選べる，③活動内容が容易で緩やかである，④動機付けが自然で，導入に違和   

感や抵抗感が少ない，及び⑤娯楽性がある，の5点を挙げている。依存症者の処遇   

としても実施されているケースがある（恵紙ら，2002）。また，海外では，犯罪者，   

非行少年に対して実施されているケースもある（2）。しかしながら，日本において   

実践活動が始まったのは1997年からのことであり，まだ日も浅く，その主な実践の   

場は，高齢者福祉等の分野である。具体的な効果についての調査研究や検証等は，   

その積み上げが行われているところであり，今後に期待されるところが大きい。  

もとより，園芸自体は，身体機能も知的機能も活用する活動であり，また，様々   

な植物の種類があり，その活動内容も豊富（花井栽培，野菜の育成から造園まで）   

であり，対象者に合わせての様々なプログラムを組むことも可能であって，多くの   

メリットがあると考えられる。このように園芸活動の事例を通して感じられる効果   

として「生きがいができた」，「運動能力の向上」，「自主性や自尊心の高まり」，「ス  

トレスの軽減」，「社交性や社会性の向上」，「生活のリズムの保持」，「五感の発達」，  

「失われていた記憶がよみがえる」等が報告されている。  

最後に「高齢者と行う園芸療法」として，グロツセ世津子（園芸療法実践家）か   

ら，埼玉県川口市神根福祉センターにおける実践からの報告があった。リハビリに   

よる機能回復訓練を実施しても，なかなか効果が上がらない身体の機能に障害があ   

る人に，園芸療法を実施したところ，その活動に熱中してくると，普段は上がらな   

い手が，上がったりするようなことが起こる。あるいは，痴呆（認知症）のような   

症状で，通常は起きているのかどうかも分からないような対象者が，園芸療法を実   

施しているときだけは，生き生きと活動するというようなことが，数多く見られる   

とのことであった。  

（4）導入に当たって配意を要する事項   

ア 矯正施設と農園芸  

矯正施設における農園芸（指導）は，職業指導等の一環として，また，作業療  

法という側面からの経験と実績があるので，民間プログラムの考え方を取り入れ  

るに当たっては，新たに大掛かりな設備等を整備することは，それほど必要はな  

いものと考えられる。これまで職業指導的な位置付けの中にあった農園芸は，近  

（1）園芸セラピーシンポジウム「高齢者と園芸療法」 財団法人日本緑化センター主催  

（2）大塚敦子 2002 野菜がかれらを育てた 岩波書店   
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時の社会経済構造の変化とともに，この種目が社会での就業と直接関わりが少な   

くなったということで，その活動が後退ないしは縮小される傾向にある。こうし   

た状況を見ると，今後，園芸を「園芸療法」として導入するとすれば，これまで   

の矯正施設の農園芸（指導）とは異なる，いわば発想の転換を図った対応が考え   

られなければならないであろう。   

ところで，矯正施設でこれまでに現場で農園芸の実際指導に携わってきた職員   

は，その有効性を強く感じており，水野（2000）は，「農園芸指導は，職業人と   

して必要な知識や技能，態度や資格取得を主な目途とする他の職業補導種目とは   

少々異なり，少年たちが毎日成長する動植物や変化する自然の中から，自然なか   

たちで，物の見方や考え方，行動の仕方，生き方から学ぶという面がある。」と  

述べて，従来の職業補導的な要素とは異なる側面を挙げている。また，高齢受刑   

者対策と農園芸の関わりとしては，「本研究の（その1）」で，行刑施設において   

高齢者処遇の充実化方策の一つとして，草花の育成を行わせることにより，運動   

やコミュニケーションに積極的になるという効果が見られているという報告を紹   

介した（杉本ら，2003）。同様に精神障害受刑者に対しての園芸療法の試みも行   

われている（田中，2002）。   

このような実績から，今後，矯正施設では新たな視点から園芸療法を処遇に取   

り込んでいくとした場合の素地はできているものと考えられる。また，このこと   

について，外部の協力者の協力を得ることも，従来の実績から比較的容易であろ   

うと考えられる。   

以上を総括すると，矯正施設において今後この新しい視点から園芸療法を整備   

していき，①身体機能を回復させるためのもの，②精神を安定させるためのもの，   

及び③社会性を滴養させるためのものの三つの活動を行うものとして対象者を選   

定して実施することが期待できるものと考えられる。  

イ 身体機能の回復   

高齢者に対する園芸療法の効果について，瀧（2002b）は，福祉分野における   

園芸療法の役割という側面から次のように述べている。「園芸は，作業療法や理   

学療法の中で以前から訓練種目の一つに位置付けられていた。しばしば訓練には   

苦痛や，単調な反復動作，目標達成感の希薄さなど持続的に取り組むモチベーショ   

ンを保ちにくい状況が見られる。訓練室で笑顔が見えず，会話も途絶えがちとな   

り，何といっても楽しくない。」として，これまでの園芸を用いての作業療法的   

な取り組みが，モチベーションを維持しにくい現状にあったことを指摘している。   

身体機能の回復は，高齢者及び身体障害者が対象になる。民間における活動と   

多くは重なる部分である。また，矯正施設において実践されてきており，今後の   



中央研究所紀要 第14号   122  

活動において，■さらに必要性が増加すると考えられる。特に，通常の身体機能の   

回復訓練等と異なるのは，自らの興味・関心が高い活動を通して，自然と身体能   

力を回復させていけるという点であろう。園芸活動は，多種多様であるので，対   

象者が好む作業を選択させて，無理のない範囲で実施しながら，回復を図ってい   

くということができる。実際に身体障害者施設においては，車椅子に乗ったまま，   

作業台において園芸作業をしたり，開墾された土地に種を蒔いたり，水を撒いた   

いりすることで，園芸作業に関わりながら回復をしていく対象者もいる。単に訓   

練を重ねることよりも，植物の成長に携わることが訓練の効果を高めているよう   

である。また，高齢者であれば，身体機能とともに，痴呆（認知症）防止等の認   

知機能の維持，向上にも効果があると言われている。  

り 精神の安定  

さらに，瀧（2002b）は，「園芸療法のプログラム立案は，作業療法，理学療   

法と同様に目標設定（ゴール・セッティング）を行うが，到達する速度と手段が   

実に多彩となる。素材は植物や園芸活動，及びそれらに関連する領域へと自在に   

広がり，関わり方は人により異なる。視覚や味覚や喚覚が関心を引く入口となる。   

自分の受け入れやすい五感を通してプログラム（訓練）への興味を覚える。活動   

を通して心地よい感覚の刺激が持続する。同じ心地良さを別な園芸活動を体験す   

ることにより反復して味わうことができる。加えて，活動を達成したことが，そ   

の人に一定の役割を与えたり，植えた花鉢や生けた花瓶など活動の成果が別の人   

に喜びや感謝の気持ちを引き起こす，話のきっかけ作りとなるような作用を生み   

出すならば，活動を持続する，より多くの活動を受け入れようとするエネルギー   

源となる。」として，対象者の興味関心を引き出しながら，活動に積極的に参加   

する姿勢を引き出す役割として園芸が大きな効果があるとの見解を示し，併せて，   

多様な対象者のニーズに合わせてプログラムを組むことができる点についても述   

べている。  

精神疾患だけでなく，精神的に不安定な者に対しても効果が得られる。園芸そ   

のものが精神を安定させる効果もある中で，作業は個別にそれぞれのペースで実   

施する方法を選択することも可能なので，集団活動に対して不適応な者に対して   

も，実施することができると考えられる。  

エ 社会性の滴養   

少年や，あるいは薬物依存の着でも症状の重くない者については，協同で実施   

する園芸活動を通して，社会性の滴養が促進される。園芸活動の内容は多種多様   

であるので，対象者の対人関係能力に合わせて，作業内容やそれに伴う対人接触   

の頻度をコントロールすることが可能であり，役割分担を行いながら，それぞれ   
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の役割の中で協同作業を実施させることができ、る。   

矯正施設における農園芸作業の実施状況を全体的に見ると，農業機械を扱うこ  

とのできる者もいれば，地道に手作業を行うだけの者もいるわけで，これはそれ  

ぞれの能力に合わせて実施しつつ，かつ，全ての作業が作物を育てるという共同  

作業となっている。ただ，園芸療法という視点から考えると，これまでのように  

収穫するための作業という立場ではなく，個々の対象者に能力や成長に合わせて  

作業を選定していくという，これまで以上に対象者中心の考えが必要になる。ま  

た，そのためには，園芸療法の知識を持ち合わせたスタッフが必要であり，専門  

の園芸療法士をスタッフとして配した指導体制が望まれる。  

Ⅱ ぁわりに   

「本研究の（その1）」に続く本論は，矯正施設において実績がある処遇プログラム  

や処遇技法の一層の充実にいささかでも寄与することを目指して，民間の知見の一部を  

紹介したものであるが，関連分野の民間における処遇プログラムや処遇技法の内容は多  

岐にわたっており，まとまりを得るまでのものにはなり得ていないのではないかと思わ  

れる。   

民間の知見については，すでに図書をはじめとする各種メディアにおいて多種にわた  

り紹介してある一方，その具体的な方法は，民間が行っている処遇等の現場にこちらか  

ら実際に出向いて特別な講習を受けたり，参画すること等によって，初めてつまびらか  

になることができるものであり，今後，一層の情報収集が必要であると痛感している。  

すなわち，矯正処遇の現場と同様に日進月歩している民間の処遇プログラム等について，  

それを学び，その知見を矯正施設での必要に応じてその応用を検討することであると考  

える。矯正施設における処遇プログラムや処遇技法の充実を図るためには，民間の動向  

等について，常時，情報を入手することができる態勢にあることが必要である。   

一方，矯正施設の現場において実践を積み重ねてきた処遇プログラムや処遇技法は，  

収容者の教育指導，情操の滴養，情緒の安定，社会復帰等のために大きな効果を挙げて  

きていることが確認され，今後は，これらを一層効果的な処遇内容とするよう実施，展  

開していくとともに，積極的に民間へ移出して双方の継続的な交流を図ることが重要で  

あることが認識できたことは，本研究の成果であったと考えている。   

最後に，本研究の実施に当たり，御協力を賜った法務省矯正局に対して，心から謝意  

を表します。   
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↑
空
軍
準
準
琴
§
㌣
里
長
り
旦
琴
サ
ギ
塀
皿
 
∴
写
§
空
軍
 
．
隼
朋
 
 

ぷ
↑
東
e
糎
琴
竿
≡
豊
悪
賢
品
－
将
勅
㌣
或
 
 

夜
、
レ
心
細
舟
楳
堕
e
♂
勾
中
り
蒜
仲
鋸
－
㌣
甘
憩
小
月
e
中
。
ト
㌣
二
喩
簑
車
啓
二
憩
′
）
レ
 
 

車
ぷ
車
げ
藍
東
壁
朝
＃
憩
余
＋
♂
㌦
吏
ヂ
現
車
e
葺
軍
e
中
．
P
東
署
聖
㌦
吏
♂
勾
車
e
）
 
 

喩
。
本
邦
二
重
刃
′
）
柵
《
聖
皿
鯉
e
賽
e
㌣
↓
時
卜
当
塩
舟
虻
皿
≠
 
■
㌣
や
ー
．
超
簑
藁
」
る
 
 

」
。
吏
」
琳
J
粍
載
り
宗
現
小
二
刃
二
愚
夫
通
史
客
小
｝
む
り
一
翼
聖
琵
壁
e
虹
無
－
知
聖
課
 
 

長
e
時
憩
）
吏
」
漣
監
集
．
聖
岩
下
小
勾
 
（
巴
 
 

。
下
㌣
舶
導
簑
刃
り
）
二
レ
」
車
型
－
㌣
e
本
朝
 
 

ヲ
車
量
簑
臣
世
⊃
ム
ェ
∴
サ
 
〕
ギ
￥
㌣
琳
時
ふ
由
ふ
こ
＼
㌻
Y
《
 
ぷ
レ
ぐ
逓
㌣
華
吏
」
建
玉
 
 

漣
迷
掛
合
。
す
琳
D
逓
簑
舶
導
）
′
〕
レ
」
蚕
埋
り
宗
現
二
憩
量
二
レ
J
牛
車
－
壷
用
）
鱒
署
増
 
 

超
量
点
り
．
ヤ
ゴ
棄
ヂ
三
雲
禁
慧
慧
宍
ミ
㌫
こ
＝
広
Y
ぺ
e
園
現
車
－
㌣
馨
極
小
二
小
中
 
 

。
阜
琳
訂
娼
）
喩
云
∴
「
〓
吏
小
 
 

月
爪
′
ミ
？
昭
二
し
㌦
ふ
琴
簑
±
山
品
慧
渾
刃
相
通
ご
こ
華
．
レ
ム
蒜
′
一
望
粛
正
」
累
e
士
む
勅
刃
e
 
 

中
。
ト
朝
ご
娼
♂
車
聾
更
小
現
時
′
〕
レ
ぐ
端
境
漣
′
栗
e
′
ブ
）
輿
石
ア
ユ
レ
」
舟
艇
朝
ゼ
小
月
e
 
 

勾
 
▲
J
正
∴
エ
響
押
掛
針
励
起
．
聖
㌦
吏
卦
令
吏
ぐ
朋
」
レ
」
迷
Y
り
】
迷
卦
与
り
一
群
、
吏
琳
 
 

。
べ
車
榊
分
場
）
憩
A
V
 
J
デ
刃
り
頂
⊥
ユ
ニ
吏
ぐ
亜
 
 

㌣
鍵
臣
憩
《
嘲
．
訂
吏
ぐ
逓
㌣
産
婆
憩
勅
粟
曇
レ
ぐ
刃
り
て
㌃
ヤ
軒
．
ザ
巨
ぐ
嘩
㌣
刃
り
更
愚
 
 

酬
癖
言
霊
竺
心
意
Y
莱
。
す
購
訂
凝
り
｝
刃
り
巾
す
囁
登
レ
遭
舟
褒
遵
憩
梱
れ
朝
勅
．
㌣
鯉
禦
時
 
 

懲
り
｝
Y
双
ふ
互
で
㌣
句
中
 
■
曇
㌦
吏
ぜ
勾
巾
e
）
喩
 
▲
隼
心
裏
り
｝
駐
合
本
岩
舟
悪
覚
 
【
む
吏
 
 

。
す
榊
′
）
頃
刃
′
ユ
」
寿
里
心
e
小
二
刃
時
食
客
東
壁
 
 

凝
土
製
り
一
顧
．
㌣
量
憩
e
中
。
ト
琳
勅
′
）
レ
」
斐
′
）
朝
ヨ
刃
Y
e
）
喩
慮
．
レ
′
）
罵
り
－
朝
是
 
 

聾
薯
、
肇
響
中
盗
朴
 
J
愚
聖
㌣
七
金
時
二
レ
」
痙
朝
±
渠
刃
璽
巾
仙
♂
勾
車
－
揖
吏
。
本
朝
 
 

？
英
簑
e
ふ
′
〕
勅
ぺ
車
二
麻
額
e
轟
－
P
叫
）
二
レ
」
咄
領
簑
㌦
勾
≠
り
7
句
健
。
す
榊
二
重
刃
 
 

二
喩
簑
刃
り
）
臣
舟
渡
題
小
月
小
′
）
刃
 
「
や
聖
霊
慧
嘉
還
冒
長
森
」
 
｛
里
心
中
東
e
糎
幣
埜
 
 

。
べ
中
朝
訂
逓
聖
㌣
土
臭
時
逓
量
水
紳
e
ぐ
一
題
中
 
 

旬
小
二
刃
 
「
足
函
壁
e
中
量
点
り
」
－
レ
′
）
巨
岩
刑
責
簑
嘆
顔
中
心
肝
憩
琳
れ
琳
勅
 
へ
超
量
Y
 
 

e
）
喩
．
聖
レ
′
）
ぐ
り
完
り
e
り
 
か
量
小
月
」
㌣
Q
時
載
り
荘
菜
諺
ふ
．
聖
㌦
吏
掛
合
 
 

量
e
時
す
砲
車
Ⅱ
≠
．
畢
憩
 
（
t
）
 
 

り
一
食
吏
e
箪
覇
址
令
 
N
 
 

。
す
㌣
′
一
件
蟹
玉
土
製
吏
二
レ
」
り
斎
藤
 
 

。
阜
㌣
e
㌦
吏
J
登
聖
ト
リ
煎
刃
蟹
玉
更
刃
蚕
－
e
食
吏
 
 

時
ペ
回
顧
べ
勅
♂
勾
小
策
ゃ
や
e
柵
幣
墜
 
｛
ト
ニ
載
り
）
悪
軸
更
小
現
e
中
．
空
車
整
e
り
 
 

。
本
朝
二
重
刃
刃
二
吏
二
螢
裟
 
 

劉
〓
り
一
重
＋
心
境
e
中
．
㌣
e
ト
琳
葺
凝
り
ア
ふ
一
恵
右
．
ミ
や
㌣
坤
貰
討
e
曲
－
e
べ
勅
 
 

ヂ
勾
車
 
■
簑
東
e
糎
幣
埜
。
本
朝
訂
更
刃
酎
導
簑
べ
囲
e
ヤ
東
e
＞
喩
吏
」
刃
々
甘
舟
東
e
 
 

糎
常
盤
㌧
頭
口
勅
刃
e
中
 
れ
簑
す
㌣
十
）
金
時
す
増
鎌
㌣
甘
e
麗
朝
朝
出
レ
」
迷
玉
里
）
刃
り
e
 
 

）
喩
む
べ
朴
㌣
駐
e
迷
掛
合
。
べ
中
朝
分
場
聖
㌣
±
点
将
す
怒
装
ぃ
て
ト
．
㌣
士
む
駐
e
建
 
 

掛
合
 
ポ
）
墜
臣
e
悪
覚
。
す
朝
9
凝
り
完
り
時
す
聾
粟
朝
起
．
レ
±
羽
東
糎
慮
e
吋
二
吋
′
ユ
 
 

．
匪
茸
吏
点
心
東
城
．
ト
ニ
載
り
－
建
卦
令
．
聖
べ
勅
♂
勾
車
。
本
朝
二
重
刃
刃
り
時
針
」
ぐ
心
 
 

二
巨
水
蜜
舟
踵
臣
針
駆
柊
憩
堪
れ
琳
勅
 
（
㌣
刃
り
吏
長
袖
迷
Y
り
一
越
卦
奇
策
べ
勅
㌦
勾
中
 
 

り
｝
愛
り
聖
 
t
 
 

（
礁
）
 
中
空
窄
糎
慮
細
胞
盤
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べ
勅
ぷ
勾
車
。
す
榊
」
那
史
簑
阿
幣
埜
刃
如
礁
寒
帯
埜
．
聖
膝
寒
鱒
埜
e
べ
勅
♂
勾
車
。
本
 
 

朝
訂
逓
簑
謬
議
′
）
」
畿
e
ト
ニ
ぐ
り
｝
礁
寒
帯
堕
．
簑
本
桐
的
中
叶
り
一
転
礁
麿
麗
盤
．
憩
迷
ヨ
 
 

阿
難
堕
刃
加
藤
感
惑
疑
 
（
N
）
 
 

。
本
朝
′
一
頃
刃
二
吏
勅
揖
吏
二
レ
ぐ
憩
刃
極
寒
軒
e
 
 

髄
－
e
掛
合
．
簑
本
朝
二
重
甘
栗
時
逓
簑
東
和
〓
針
砥
望
憩
堪
れ
購
勅
♂
ヤ
東
e
銭
撼
り
 
 

。
本
朝
 
 

チ
ャ
呈
墾
憫
ヂ
レ
刃
簑
水
屑
e
や
e
糎
梵
鐘
長
英
¢
Y
羽
芯
 
ポ
ロ
｝
勅
刃
憩
小
月
e
中
。
本
 
 

朝
9
逓
㌦
車
聾
二
母
心
三
悪
刃
時
′
〕
ト
ニ
ぐ
簑
只
時
勅
P
或
夜
食
＋
レ
′
）
ぐ
り
）
鞄
臣
e
ぃ
て
 
 

ト
 
【
む
朝
む
朝
 
憲
㌣
べ
勅
♂
勾
中
将
二
レ
」
囁
登
P
層
e
）
喩
．
蟹
玉
て
玉
刃
糧
蛙
Y
 
 

。
下
側
′
）
璽
刃
 
 

時
逓
∂
刃
り
や
す
庖
辿
り
轟
転
衰
ぐ
量
憩
」
空
警
果
 
て
二
こ
∵
石
ふ
途
這
刃
り
二
↓
琴
 
 

雪
月
刃
り
吏
′
）
レ
」
肇
顔
㌣
甘
e
迷
卦
令
簑
東
皿
鮮
令
。
車
琳
二
重
刃
時
逓
べ
勅
）
吏
簑
幾
 
 

就
中
側
に
、
超
量
ト
㌣
±
£
時
食
堂
舟
艇
剥
．
〔
額
聖
刃
糧
建
Y
㌦
命
皿
掛
合
。
本
朝
D
題
り
u
 
 

刃
り
）
二
レ
」
増
蛸
壷
忌
中
－
レ
ぐ
髄
り
一
朝
是
．
簑
吏
」
朝
旨
朴
舟
刃
り
憩
邪
知
朝
刊
㌣
甘
 
 

e
退
社
令
。
べ
中
朝
n
鳩
車
）
㌣
±
ぶ
吏
」
怒
箪
簑
廼
臣
e
レ
て
ト
ぜ
レ
」
建
玉
．
巾
u
掛
合
 
 

糎
欒
埜
e
レ
」
刃
Y
羽
芯
 
（
t
）
 
 

融
馬
車
轄
稚
塞
 
∽
 
 

。
本
朝
分
場
ぜ
刃
 
 

り
沼
ュ
ヤ
刑
厭
言
孟
準
駄
ム
．
曇
り
）
車
肇
吏
ぐ
留
南
野
轟
掛
倒
。
本
朝
」
蛋
脚
舟
刃
り
時
下
虐
朝
 
 

レ
ぐ
肝
舟
忌
中
．
忌
超
夏
場
簑
野
轟
か
頼
り
宗
現
吏
」
渡
載
り
）
ぜ
 
▲
水
芸
品
監
禁
墜
華
寵
盤
 
 

。
本
朝
急
場
簑
和
事
時
夫
超
刃
策
動
璧
叶
e
 
 

漣
禦
 
」
卜
麗
簑
匪
環
礁
蜜
幣
埜
．
訂
吊
り
一
監
丘
ス
宣
伝
膳
隷
還
撃
墜
 
■
示
言
）
車
聾
吏
ぐ
憩
）
更
 
 

簑
彗
削
′
導
e
礁
粟
寵
埜
．
レ
」
鰻
駆
簑
悪
制
 
｛
㌣
正
家
膝
頭
韓
埜
e
㌣
朝
堪
O
 
N
．
吏
桝
 
 

。
す
朝
訂
 
 

逓
簑
和
事
時
凝
り
一
膝
感
畢
埜
e
P
榊
匹
韓
吏
点
心
愛
艇
 
ポ
ロ
｝
車
藤
崎
懲
り
）
堰
O
 
N
り
r
）
率
 
 

ぃ
」
建
覇
、
針
車
肇
時
二
レ
ペ
肇
東
塔
O
 
N
り
｝
崖
時
下
建
玉
瀬
越
鮮
令
 
J
む
吏
。
本
朝
訂
 
 

憩
刃
臣
琵
簑
㌣
朋
輩
O
 
N
り
言
皿
せ
哨
 
■
聖
膝
寒
帯
埜
時
小
夜
り
｝
甘
令
吏
」
迷
烈
墨
壷
建
駐
令
 
 

簑
す
朝
D
兎
簑
華
皆
量
ぐ
）
′
、
前
言
）
鱗
璽
樺
埜
。
本
朝
長
袖
嚢
嫌
ぃ
ぐ
吊
り
u
芯
礁
摩
樺
寒
 
 

空
刃
礁
轟
鱒
埜
 
（
N
こ
 
 

。
本
朝
」
麗
胡
瓜
簑
憩
士
羽
東
鰊
璧
e
超
一
便
怒
灘
靂
樺
埜
．
ト
′
ユ
で
 
 

梱
り
一
点
中
．
点
心
台
場
簑
事
楳
産
e
老
臣
託
礁
轟
欒
埜
小
二
刃
呼
請
肘
埋
．
曇
り
一
畿
e
中
 
 

。
す
榊
′
右
肘
舟
艇
剥
e
㌣
朝
出
．
巨
」
遽
烈
竪
）
叶
訂
 
 

現
臣
繋
e
P
朝
敵
望
、
和
事
吏
長
袖
島
貫
刃
時
勅
㌣
簑
建
部
P
甘
e
朝
是
望
－
レ
」
建
玉
舟
 
 

鴇
増
訂
吊
り
一
穴
森
e
Y
耳
．
ト
リ
填
り
｝
蚕
室
麗
剥
e
広
建
卦
令
。
す
P
堪
轟
迷
督
竪
簑
忌
中
 
 

。
ト
朝
点
心
土
澤
簑
臣
茸
膝
感
鱒
墜
時
局
り
哀
感
義
盛
蛮
．
臣
琵
般
－
粛
や
長
ぃ
」
鰭
覇
 
 

嘲
弄
迷
整
堅
 
（
t
）
 
 

礁
轟
幣
埜
刃
建
望
堅
 
寸
 
 

。
す
朝
二
レ
水
嚢
漣
駆
に
小
′
ユ
刃
量
e
時
下
ア
ユ
レ
ぐ
針
刃
べ
㌦
勅
 
 

簑
金
血
．
㌣
音
更
小
月
e
中
。
本
朝
分
母
り
一
刃
り
時
点
甘
食
雫
舟
艇
潮
時
毒
蛾
巾
～
刃
橿
崖
Y
 
 

聖
掛
合
e
勾
べ
刃
聖
。
す
榊
勅
二
レ
心
肝
り
－
濫
造
蛾
り
）
↓
誌
㌣
琳
点
り
 
二
サ
ト
二
ぐ
り
7
兎
 
 

勅
て
）
二
レ
」
舟
悪
朝
憩
小
塙
e
勾
 
へ
り
一
食
吏
）
二
レ
ぐ
勲
舟
艇
剥
朝
出
e
駈
嫌
．
吏
琳
 
 

。
本
朝
′
）
レ
ペ
 
 

史
㌔
据
掟
．
膳
層
二
」
長
巾
．
想
ぃ
′
）
ぐ
り
－
刃
り
時
価
り
義
ぷ
有
意
ム
正
五
V
 
ぷ
ふ
忌
む
も
 
 

長
巾
二
レ
玉
造
成
長
虐
胡
朝
出
叫
誌
駄
l
超
量
鮮
紅
。
す
琳
」
東
壁
掛
e
麗
朝
朝
出
P
刃
り
 
 

）
′
ユ
レ
」
増
挑
P
悪
制
e
盗
嫌
、
心
酔
舟
刃
り
憩
崩
れ
榊
勅
 
ト
㌣
疫
却
e
㌣
駐
e
迷
掛
合
 
 

り
一
様
舟
建
玉
 
（
m
）
 
 

。
す
朝
旨
朴
漣
刃
〓
 
 

時
や
㌣
簑
刃
り
時
す
僧
職
↑
刃
り
時
‘
太
東
芯
よ
畠
 
■
ザ
｝
ぐ
嘩
㌣
刃
り
二
更
勅
㌣
聖
P
Y
 
 

－
り
け
無
．
レ
」
照
舟
艇
剥
匝
亜
．
旨
朴
舟
勅
罫
莱
e
刃
り
時
下
雫
肇
．
鰐
肇
刃
匪
匡
。
べ
中
 
 

朝
点
心
愛
麗
聖
朝
朝
簑
金
町
裔
巾
什
e
㌣
心
細
e
恵
む
垂
皿
－
㌣
e
車
㌣
艇
朝
霞
蝶
－
吏
榊
 
 

。
本
朝
勅
二
巨
岩
超
克
瑚
凍
葦
簑
裔
麗
憩
富
糎
商
ぃ
食
尽
り
ー
↓
e
中
．
レ
ぐ
逓
 
 

簑
麗
朝
二
」
国
「
示
璽
。
ト
琳
D
朝
吏
㌦
K
上
エ
ペ
レ
」
恥
ヽ
恥
ヽ
．
蟹
玉
′
∴
二
束
喋
．
」
J
 
 

中
朝
勅
㌣
ず
墓
弄
や
率
鋸
 
」
翠
玉
キ
憩
↓
鱒
牽
 
∵
レ
ぐ
ヤ
些
準
箪
奨
学
ヂ
 
＋
。
ト
㌣
二
喩
 
 

簑
刃
り
時
嶋
㌣
「
面
璽
に
㌦
臣
聴
血
e
終
車
 
よ
吏
」
趣
旨
噂
鮮
 
ぶ
レ
」
刃
吏
′
）
レ
ぐ
巾
㌫
一
審
 
 

せ
．
9
吏
二
レ
J
恩
智
簑
爆
囁
車
u
彊
迷
Y
 
ボ
｝
掛
合
e
勾
べ
刃
聖
。
す
榊
て
倒
刃
ヲ
栗
ぐ
」
 
 

．
回
叫
Ⅲ
－
聖
漆
朝
。
阜
㌣
麗
剥
時
煙
り
）
橿
皆
O
一
望
爆
．
レ
勅
埋
り
一
鉢
皆
¢
聖
審
。
す
㌣
艇
 
 

剥
′
）
」
国
亮
肇
吏
」
刃
串
刃
舟
艇
朝
田
亜
 
ポ
ー
e
時
憩
刃
々
甘
㌣
旺
e
怪
駄
令
－
レ
」
中
 
 

。
本
朝
勅
′
〕
レ
怠
軽
舟
心
細
e
レ
′
）
ぐ
り
－
珠
光
e
中
針
冠
壁
e
車
叶
篤
e
㌣
亜
 
 

＃
．
訂
層
ふ
過
這
ぃ
′
〕
ぐ
り
一
墜
整
e
刃
Y
鳩
針
肇
据
e
㌣
榊
走
り
。
本
朝
べ
軒
ト
ニ
ぐ
り
一
勾
 
 

愚
挙
襲
碑
蜜
中
頭
東
e
昧
轟
．
㌣
甘
時
心
酔
ト
ニ
ぐ
り
）
馳
駆
港
．
吏
朝
。
本
朝
」
訂
吏
」
変
 
 

慮
壷
淀
恕
e
ト
ニ
ぐ
り
一
株
聾
．
訂
吏
ペ
紺
舟
些
臣
e
ト
ニ
ぐ
り
一
駐
米
 
J
3
、
駄
舟
艇
朝
二
」
 
 

国
r
面
感
。
阜
琳
二
巨
長
袖
極
野
簑
e
㌦
憩
榊
れ
朝
勅
 
ボ
ロ
ー
奄
麗
糎
裔
e
超
長
ぃ
」
崖
Y
 
 

奄
煙
毒
琳
妬
琳
勅
 
（
N
）
 
 

。
ト
琳
勅
′
）
レ
ペ
酔
ぃ
 
 

二
ぐ
り
7
で
〕
局
聖
±
二
レ
」
り
芯
現
e
軸
心
る
点
り
ー
レ
愛
ぐ
頭
ト
ニ
ぐ
り
置
㌫
≠
e
虫
皿
り
一
 
 

や
生
㌣
甘
e
中
．
㌣
e
時
す
度
朝
P
Y
l
 
｛
聖
）
山
型
」
超
量
レ
」
建
Y
．
吏
む
。
本
朝
二
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執
）
臣
舟
心
酔
e
べ
勅
∂
勾
卜
 
這
訂
現
時
本
項
糧
舟
心
酔
e
べ
勅
ぷ
勾
ト
り
「
〓
ド
〓
慣
 
 

。
本
朝
二
頃
刃
′
ブ
〕
簑
爪
聖
吏
 
 

ぐ
車
」
渡
 
■
生
山
題
時
べ
車
」
稚
㌦
巨
′
〕
ぐ
り
完
り
小
二
刃
量
e
′
〕
吏
怠
港
南
箪
是
．
畢
憩
 
 
 

意
e
二
月
簑
箪
是
e
鞋
賭
藁
小
月
e
勾
－
聖
′
一
時
逓
。
本
朝
二
由
、
ヴ
ュ
現
簑
刃
り
時
怠
す
 
 

す
舟
刃
り
時
食
籠
超
長
ぃ
±
ぐ
密
歳
事
卓
二
」
騒
．
P
e
巾
懲
り
；
≠
に
 
虚
e
時
逓
簑
臣
寵
 
 

e
聾
獣
レ
兎
散
－
）
題
聖
P
e
時
下
夜
屠
り
｝
聾
望
恩
心
意
暦
、
レ
ぐ
簑
吏
」
。
小
㌣
刃
り
時
 
 

中
仙
土
産
 
■
牛
水
場
訂
刃
 
〈
聖
P
琳
時
量
ぐ
頭
簑
範
士
e
嘉
聖
G
′
一
旬
醸
－
．
至
り
ー
和
事
e
 
 

中
。
本
朝
美
甘
心
酔
㌦
刃
り
憩
小
月
十
王
二
瓶
刃
 
「
時
愛
敬
舟
暴
走
」
．
訂
憩
勅
二
 
〈
吏
琳
 
 

。
本
邦
訂
逓
簑
射
′
登
時
小
煩
駆
東
壁
誼
匝
Y
e
㌣
り
中
．
曇
 
 

り
一
食
吏
）
畢
レ
」
般
崩
．
り
這
刃
刃
時
下
蓉
撮
り
一
事
響
藁
小
現
時
±
蛛
舟
墜
誕
臣
Y
′
一
旬
訂
 
 

現
．
㌣
ぎ
ゃ
榊
ミ
で
ご
T
止
㌫
ふ
ペ
小
二
刃
時
季
ヒ
聖
賢
忠
霊
諾
Y
聖
ゞ
○
∽
e
聾
望
 
 

恩
。
本
朝
勅
レ
ヨ
♂
堤
に
e
勾
憩
刃
り
e
豪
血
糖
．
炉
壁
誕
臣
Y
無
二
竺
甚
 
■
刃
り
更
々
婆
e
舌
 
 

誌
冷
せ
．
D
吏
勅
レ
ぐ
卓
）
憩
）
鱒
榎
簑
暴
走
．
訂
吏
勅
レ
玉
置
頒
簑
簡
鵠
獣
。
本
邦
こ
レ
 
 

忌
£
畔
刃
将
）
簑
嚢
時
下
聖
楽
簑
養
極
）
畢
．
㌣
翼
壁
呵
ト
m
．
臣
照
C
．
m
の
 
れ
鍵
瑠
 
 

。
本
桐
三
和
刃
二
月
簑
褒
峯
 
 

更
小
現
時
勅
㍗
簑
刃
り
小
車
訂
薗
舟
要
理
簑
東
e
阿
斗
e
強
襲
刃
取
e
糎
幣
埜
．
聖
P
榊
時
 
 

下
般
駆
 
■
翼
漣
時
逓
 
延
長
逓
㌣
e
時
逓
り
義
宝
ふ
ふ
輔
這
主
義
悪
感
歯
石
ふ
癒
盛
二
王
壷
 
 

訂
懲
り
｝
刃
り
時
下
）
竪
舟
饉
亜
e
た
比
布
聴
 
卜
簑
刃
り
時
瑠
轟
麗
剥
吏
」
般
礪
．
レ
」
聾
壷
 
 

堕
認
容
聾
 
（
m
）
 
 

。
本
朝
訂
懲
り
；
鍾
要
e
裔
史
e
㌦
吏
㌦
勾
≠
♂
刃
り
小
重
訂
点
 
■
レ
火
車
南
信
埠
刃
確
e
 
 

Y
厘
e
べ
勅
㌦
勾
串
。
下
㌣
箪
ぺ
㌦
刃
り
時
局
）
璃
東
壁
誕
Y
撞
e
べ
勅
㌦
勾
車
．
吏
榊
 
 

。
ト
㌣
二
喩
簑
卓
球
伸
二
レ
ペ
柑
封
ノ
）
更
訂
罫
 
 

㌦
基
東
壁
窪
e
刃
掲
堺
時
簑
憩
ぐ
り
這
集
粧
ヤ
烹
讐
芸
蒜
Y
強
。
小
判
二
串
刃
時
逓
㌣
舶
 
 

嘲
簑
刃
〓
小
二
刃
時
ふ
ふ
点
衰
這
患
古
壷
、
聖
ト
ニ
ぐ
り
け
掲
嶺
吏
小
月
時
簑
憩
ぐ
り
荘
正
≠
壮
 
 

ド
」
ト
ト
ト
ヘ
ト
て
り
）
名
港
章
融
果
樹
e
刃
Y
鳩
憩
小
月
e
中
。
ト
㌣
e
♂
タ
〕
㌦
Y
掲
′
）
 
 

有
奇
策
p
£
品
名
刃
忠
窯
．
♂
刃
）
ゼ
㌣
Y
撞
憩
中
旬
克
剖
簑
東
g
陶
幣
埜
．
簑
ト
P
㌦
簑
 
 

三
朝
」
レ
頭
レ
」
悪
－
刃
小
二
刃
Y
掲
一
望
Y
粟
1
 
言
γ
P
」
り
一
や
ゃ
麗
朝
㌣
眠
垂
．
吏
琳
 
 

ご
エ
ご
ミ
や
ゃ
車
蛮
）
巾
叶
）
琳
小
．
P
習
刃
二
」
 
 

凝
 
れ
塞
那
。
す
琳
訂
嶋
♂
車
尊
憩
小
月
小
二
刃
小
榊
」
レ
勅
㌣
吏
榊
簑
ご
菅
憩
ぐ
e
刃
㌦
吏
 
 

掛
合
忠
嵩
′
）
ト
針
」
琶
督
簑
重
訂
針
e
墜
窪
臣
Y
e
㌣
榊
点
り
 
ト
ぜ
レ
ぐ
た
り
ー
貿
刀
工
」
騒
 
 

吏
榊
。
す
朝
訂
逓
）
申
空
慧
慧
ご
義
雇
東
壁
警
誓
言
這
．
訂
は
り
）
唱
貿
．
レ
ぐ
題
）
 
 

」
握
 
れ
隼
仙
㌣
♂
職
場
右
奥
量
憩
聖
㌣
薯
刃
′
ニ
廣
 
慮
り
｝
崖
嫌
 
¢
e
ヂ
ユ
」
叢
右
奥
右
 
 

奥
 
虚
e
小
二
刃
）
二
レ
ぐ
空
砲
墜
謀
臣
Y
二
」
騒
㌣
習
刃
′
二
騒
 
」
渠
吏
。
本
朝
訂
逓
 
 

粛
嶺
や
小
二
刃
時
玉
造
舟
旧
習
 
J
一
食
吏
時
罫
㌦
墓
東
壁
窪
Y
掲
．
レ
」
刃
整
東
e
ぐ
ー
 
 

。
す
琳
D
逓
）
喩
簑
車
聾
時
′
〕
レ
ぐ
豊
漣
顆
に
♂
命
皿
 
 

㌦
吏
鮮
令
 
」
す
琳
分
場
㌣
灯
り
刃
時
点
勅
題
々
ぜ
東
e
糎
幣
塞
。
本
朝
勅
′
〕
レ
ぐ
簑
憩
ぐ
 
 

り
置
正
巾
壮
．
車
醸
e
）
喩
．
聖
監
牡
e
堕
琵
Y
撞
憩
蟹
匝
刃
糧
玉
e
d
長
ぃ
玉
東
迷
掛
合
 
 

墜
謎
Y
掲
 
（
N
）
 
 

。
べ
中
朝
長
」
ヂ
栗
敵
導
㌦
憩
東
小
二
刃
）
′
ユ
巨
ぐ
皆
瀬
堅
肇
棟
簑
長
町
忌
中
 
戸
各
小
 
 

車
」
粍
－
吏
琳
。
べ
中
朝
忌
」
ヂ
ヂ
）
咄
♂
東
」
把
憩
小
現
時
栗
揖
魯
り
一
㌦
吏
粛
知
≠
要
義
 
 

弄
e
奄
史
懲
悪
盤
噴
．
レ
±
簑
′
」
、
舟
刃
り
I
口
座
南
画
塵
e
紳
醗
墜
 
J
宗
句
小
′
〕
刃
 
「
小
串
 
 

刃
0
0
 
正
一
（
べ
勅
墨
窮
）
べ
勅
㊥
第
」
．
）
母
堂
㌣
東
三
相
憩
小
塙
小
′
〕
刃
 
「
e
憩
0
0
聖
 
 

吏
懲
戒
、
レ
」
小
知
」
量
刃
 
「
′
〕
勅
題
食
中
」
ポ
ー
ト
二
ぐ
り
完
り
二
」
養
ぃ
食
中
 
れ
吏
榊
 
 
 

。
べ
中
朝
忌
」
㌦
量
二
増
簑
東
吏
ペ
聖
㌦
刃
り
時
サ
ロ
吏
て
当
刃
Y
e
重
り
示
現
小
二
刃
 
 

「
り
｝
e
時
勅
㌣
聖
（
程
噂
e
Y
鳩
中
森
衰
）
0
0
」
量
刃
 
「
り
一
e
吏
勅
㌣
空
撮
」
、
吏
朝
。
小
㌣
 
 

刃
り
時
愛
敬
り
言
明
′
〕
題
刃
り
時
慮
刃
檻
喝
簑
べ
勅
㌦
領
巾
 
■
吏
e
憩
浄
載
．
レ
」
中
。
ゆ
 
 

愛
執
ぜ
㌣
刃
り
憩
勅
′
て
憩
べ
勾
。
長
巾
現
」
㌣
小
知
聖
レ
ぐ
刃
舟
避
や
小
′
）
刃
時
愈
磯
舟
吋
 
 

り
刃
二
項
 
れ
）
愚
聖
㌣
避
東
l
〔
′
〕
刃
時
下
璧
栗
東
吋
り
刃
′
）
轍
 
ぷ
長
与
㌣
。
べ
中
朝
勅
㌣
 
 

簑
刃
り
時
慮
土
朝
り
】
傾
雅
趣
忌
中
聖
べ
勅
㌦
領
巾
ぜ
レ
」
小
知
．
箕
す
㌣
刃
り
更
昏
々
示
レ
 
 

刃
．
聖
刃
り
小
二
封
ノ
）
舶
舟
刃
り
二
轍
．
望
べ
袖
幕
璽
吏
勅
レ
長
袖
静
要
り
3
、
甘
舟
刃
り
時
 
 

針
ト
」
櫨
融
点
中
．
レ
」
蟹
豊
舟
噴
二
憩
）
増
e
べ
勅
㌦
知
≠
 
れ
聖
㌣
琳
走
り
 
垂
水
昼
 
 

二
勅
 
 

渠
）
ト
音
レ
心
酔
舟
刃
り
時
下
車
㌣
駐
小
額
更
刃
㌣
朝
忌
中
．
レ
ぐ
瑠
訂
題
翼
－
小
声
南
東
 
 

」
悪
e
橿
建
Y
ぜ
東
e
糎
幣
埜
 
ト
レ
車
蔦
逓
刃
忌
中
。
本
朝
訂
逓
簑
垂
範
吏
」
ど
樹
．
中
刃
 
 

り
氾
べ
朴
e
㌣
刃
り
吏
」
建
Y
り
－
饉
掛
合
㌦
べ
肋
㌦
勾
車
 
J
宗
旬
吏
」
琳
」
粍
載
り
）
ポ
 
 

。
す
朝
葺
逓
㌦
K
l
本
題
小
現
時
吏
）
勅
《
簑
 
 

蝉
臣
 
｛
レ
ぐ
吊
り
一
也
寂
題
名
整
頓
㌣
区
域
騒
二
ぐ
二
ぐ
．
レ
」
中
。
ト
琳
訂
逓
簑
和
事
二
」
 
 

葦
量
憩
量
憩
．
聖
刃
り
）
二
レ
」
増
嫌
㌣
壊
朝
e
盗
繍
 
へ
簑
す
朋
分
場
想
ぃ
勅
レ
長
袖
咄
瑚
 
 

．
ペ
柑
㌣
甘
e
迷
掛
合
．
聖
ト
ニ
ぐ
り
一
緒
臣
更
琳
れ
朝
勅
e
糧
建
Y
。
ト
琳
分
母
り
）
聾
増
時
 
 

下
堕
由
・
静
聖
．
レ
小
－
嘲
勅
芯
簑
東
e
竪
堀
 
■
刃
卒
研
」
建
召
舟
迷
卦
令
簑
べ
勅
㌦
勾
車
 
 

些
璧
警
珊
 
二
）
 
 

輯
夜
e
中
刃
刃
り
時
夫
勅
顔
中
り
一
華
遽
ヨ
 
∽
 
 

。
べ
車
榊
忌
 
 

」
ず
長
巾
凝
艮
嚇
導
曇
り
扁
n
．
ぷ
刃
り
将
士
長
和
畢
 
」
梶
皿
≠
り
）
宝
盟
母
心
量
や
e
触
感
謹
 
 
 

¢
e
ト
ゲ
〕
レ
」
舟
 
（
ず
神
慮
女
さ
Y
登
 
れ
）
や
㌣
士
む
掛
令
）
 
那
忠
e
）
喩
ぜ
『
常
盤
 
 
 

ぶ
如
礁
轟
樺
埜
裏
吏
。
十
㌣
蹄
－
簑
刃
り
時
貞
耽
溺
要
り
｝
座
礁
礎
鱒
堕
ば
幣
塞
巾
u
隼
朝
 
 
 

褒
£
逓
簑
産
婆
針
梶
晋
－
ト
ニ
ぐ
り
一
紳
憩
室
麗
朝
e
べ
勅
粛
山
車
這
甘
栗
取
e
神
津
埜
 
 

ポ
示
ミ
讐
蒜
轟
や
吉
讐
蒜
轟
輿
望
宣
㌫
厳
重
野
草
 
㌦
藁
 
 

。
す
榊
′
）
レ
ぐ
凝
り
）
刃
り
時
す
富
属
東
尾
室
e
建
部
巨
東
電
舟
1
日
e
『
畢
埜
り
ー
富
登
場
簑
顔
皿
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。
本
朝
三
朝
刃
時
逓
㌣
 
 

刃
〓
ム
吉
平
常
曲
－
簑
刃
り
時
生
成
レ
ペ
楢
．
超
簑
更
」
膝
舟
聾
々
e
中
。
本
朝
二
㌣
べ
」
恥
 
 

点
垂
．
聖
㌣
駄
e
々
 
這
刃
）
登
雲
誓
言
蒜
董
ヰ
嘩
鱒
ぞ
ご
〓
㌫
示
㌧
筆
ケ
ア
孟
 
 

刃
ゆ
逓
㌦
刃
り
巾
小
筒
臨
．
描
婆
㌦
べ
勅
露
顧
．
ト
リ
剥
簑
墜
臣
題
吋
′
ユ
吋
二
。
ト
㌣
や
e
 
 

糎
輯
盛
衰
ト
ふ
一
策
争
．
軸
蚤
劉
e
帰
－
e
べ
袖
㌦
勾
車
 
J
芯
現
吏
」
朝
て
溜
り
一
辱
噴
 
 

。
す
㌣
悪
東
e
ぐ
1
♂
刃
り
時
下
漣
繹
晋
刃
灯
り
 
 

刃
小
二
こ
∵
町
 
ト
P
b
エ
∴
間
訂
惑
）
喩
♂
註
輩
寓
晋
e
ト
ニ
ぐ
り
｝
鞄
臣
虻
山
林
坐
せ
曝
．
吏
榊
 
 

。
本
朝
′
孟
警
刃
将
凝
り
芯
り
ゆ
簑
更
ぐ
り
）
弱
音
り
止
牛
車
）
舶
載
舟
蟹
 
 

警
句
刃
▼
り
時
ふ
荘
刃
々
袖
ぜ
勾
小
策
東
e
）
喩
｛
レ
食
客
舟
車
型
±
須
崎
勅
㌣
り
言
東
e
飯
 
 

野
．
吏
琳
。
小
㌣
刃
り
時
食
客
壷
車
型
喜
足
り
一
如
礁
感
畢
埜
 
｛
阿
畢
埜
 
〈
聖
顔
懇
e
甘
牒
麿
 
 

鱒
埜
。
べ
車
琳
訂
逓
聖
躯
導
時
水
屑
㌣
土
足
べ
勅
是
顧
．
簑
す
㌣
刃
り
時
ペ
据
舟
べ
勅
㌦
勾
 
 

車
．
聖
刃
〓
憩
騎
莱
。
べ
中
朝
忌
」
ヂ
栗
時
凝
り
完
り
呼
べ
望
舟
囲
臣
隼
超
克
執
心
彊
迷
Y
 
 
 

J
一
夜
喝
」
小
月
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